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北九州市告示第１０６号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２第１項の規定により

、北九州市立北方地域交流センターの多目的ホールの使用料の徴収について、

指定公金事務取扱者を指定し、公金事務を委託したので、同条２項の規定によ

り次のとおり告示する。 

  令和７年４月１日 

北九州市長 武 内 和 久   

 

 

 

施設の名称 

指定公金事務取扱者 指定公金

事務取扱

者として

指定した

日 

指定公金

事務取扱

者に公金

事務を委

託した日 

委託期間 
 

名称 

 

 

住所 

北九州市立

北方地域交

流センター

多目的ホー

ル 

北方体育

交流セン

ター運営

委員会 

委員長 

森谷一久 

北九州市

小倉南区

北方三丁

目４０番

１号 

令和７年

４月１日 

令和７年

４月１日 

令和７年

４月１日

から令和

８年３月

３１日ま

で 
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北九州市告示第１０７号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２第１項の規定により

、北九州市立第２夜間・休日急患センターにおける使用料及び手数料の収納（

徴収及び支出）について、指定公金事務取扱者を指定し、公金事務を委託した

ので、同条第２項の規定により次のとおり告示する。 

  令和７年４月１日 

北九州市長 武 内 和 久  

指定公金事務取扱者 指 定 公 金 事

務 取 扱 者 と

し て 指 定 し

た日 

指 定 公 金 事

務 取 扱 者 に

公 金 事 務 を

委託した日 

委託期間 
名称 住所 

株 式 会 社 メ

デ ィ カ ル ・

コ ン シ ェ ル

ジ ュ 北 九 州

支社 

北 九 州 市 小

倉 北 区 浅 野

二 丁 目 １ ４

番２号 

令 和 ７ 年 ３

月７日 

令 和 ７ 年 ４

月１日 

令 和 ７ 年 ４

月 １ 日 か ら

令 和 ８ 年 ３

月 ３ １ 日 ま

で 
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北九州市告示第１０８号 

児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」という。）第１２条の

３第６項及び第７項並びに第１３条第１項、第２項及び第７項の規定により、

北九州市児童相談所に配置する心理に関する専門的な知識及び技術を必要とす

る指導をつかさどる所員（以下「児童心理司」という。）、児童福祉司及び指

導教育担当児童福祉司の数を次のように定め、令和７年４月１日から施行する

。 

北九州市児童相談所に配置する児童心理司及び児童福祉司の数（令和６年北

九州市告示第１２６号）は、廃止する。 

 令和７年４月１日 

北九州市長 武 内 和 久 

１ 法第１２条の３第７項の児童心理司の数は、４０人以上とする。 

２ 法第１３条第２項の児童福祉司の数は、８２人以上とする。 

３ 法第１３条第７項の指導教育担当児童福祉司の数は、１４人以上とする。 
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北九州市告示第１０９号 

子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第５８条の２の規定によ

り、下記の特定子ども・子育て支援施設等の確認を行ったので、同法第５８条

の１１第１号の規定により、次のとおり告示する。 

令和７年４月１日 

北九州市長 武 内 和 久   

事業所の名称 種類 所在地 事業者の名称 確認年月

日 

認定こども園

みつばち保育

園ＭＯＪＩＫ

Ｏ 

預かり

保育事

業 

北九州市門司区丸

山一丁目１９番１

号 

社会福祉法人

ｂｏｏｎ 

令和７年

４月１日 

 

認定こども園

西教寺保育園 

預かり

保育事

業 

北九州市小倉北区

砂津二丁目１１番

４１号 

社会福祉法人

西教会 

令和７年

４月１日 

 

認定こども園

あさひ保育園 

預かり

保育事

業 

北九州市小倉南区

横代北町一丁目５

番２０号 

社会福祉法人

あさひ事業協

会 

令和７年

４月１日 

 

認定こども園

朽網保育園 

預かり

保育事

業 

北九州市小倉南区

朽網東一丁目９番

３８号 

社会福祉法人

恵光会 

令和７年

４月１日 

 

認定こども園

葛原保育園 

預かり

保育事

業 

北九州市小倉南区

葛原本町一丁目１

３番８号 

社会福祉法人

葛原会 

令和７年

４月１日 

 

認定こども園

聖母園 

預かり

保育事

業 

北九州市小倉南区

湯川五丁目１０番

３３号 

社会福祉法人

カトリック社

会事業協会 

令和７年

４月１日 

 

認定こども園

髙倉保育園 

預かり

保育事

業 

北九州市小倉南区

横代南町四丁目３

番１号 

社会福祉法人

髙倉会 

令和７年

４月１日 

 

認定こども園

日豊保育園 

預かり

保育事

業 

北九州市小倉南区

上葛原一丁目１２

番２５号 

社会福祉法人

宏隆会 

令和７年

４月１日 

 

認定こども園

ゆたか保育園 

預かり

保育事

業 

北九州市小倉南区

志徳二丁目 1 番８

号 

社会福祉法人

秀法福祉会 

令和７年

４月１日 

 

認定こども園

則松保育園 

預かり

保育事

業 

北九州市八幡西区

則松六丁目７番２

１号 

社会福祉法人

真照会 

令和７年

４月１日 

 

認定こども園

ナオミ愛児園 

預かり

保育事

業 

北九州市戸畑区中

本町１２番３４号 

社会福祉法人

北九州ナオミ

福祉会 

令和７年

４月１日 
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あさかわ幼稚

園 

一時預

かり事

業(一

般型) 

北九州市八幡西区

藤原三丁目１９番

１号 

学校法人福岡

育英学園 

令和７年

４月１日 
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北九州市告示第１１０号 

子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第２７条第１項の規定に

より、下記の特定教育・保育施設の確認を行ったので、同法第４１条第１号の

規定により、次のとおり告示する。 

令和７年４月１日 

北九州市長 武 内 和 久   

事業所の名称 種類 所在地 事業者の名称 確認年月日 

天心幼稚園 幼稚園 北九州市小倉北

区清水二丁目７

番１号 

学校法人仁科

学園 

令和７年４

月１日 

 

浜町幼稚園 幼稚園 北九州市若松区

北浜一丁目１番

２５号 

学校法人田原

学園 

令和７年４

月１日 

 

尾倉幼稚園 幼稚園 北九州市八幡東

区尾倉三丁目８

番２号 

学校法人浅野

学園 

令和７年４

月１日 

 

高見幼稚園 幼稚園 北九州市八幡東

区川淵町３番２

３号 

学校法人高見

学園 

令和７年４

月１日 

 

あさかわ幼稚

園 

幼稚園 北九州市八幡西

区藤原三丁目１

９番１号 

学校法人福岡

育英学園 

令和７年４

月１日 

 

楠橋幼稚園 幼稚園 北九州市八幡西

区楠橋下方一丁

目１番１３号 

学校法人西照

学園 

令和７年４

月１日 

 

第二文化幼稚

園 

幼稚園 北九州市八幡西

区的場町２０番

１２号 

学校法人北九

州文化学園 

令和７年４

月１日 

 

認定こども園

若松青葉幼稚

園 

認定こ

ども園 

北九州市若松区

青葉台西一丁目

３番１号 

社会福祉法人

行学学園 

令和７年４

月１日 

 

認定こども園

みつばち保育

園ＭＯＪＩＫ

Ｏ 

認定こ

ども園 

北九州市門司区

丸山一丁目１９

番１号 

社会福祉法人

ｂｏｏｎ 

令和７年４

月１日 

 

認定こども園

西教寺保育園 

認定こ

ども園 

北九州市小倉北

区砂津二丁目１

１番４１号 

社会福祉法人

西教会 

令和７年４

月１日 

 

認定こども園

あさひ保育園 

認定こ

ども園 

北九州市小倉南

区横代北町一丁

目５番２０号 

社会福祉法人

あさひ事業協

会 

令和７年４

月１日 
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認定こども園

朽網保育園 

認定こ

ども園 

北九州市小倉南

区朽網東一丁目

９番３８号 

社会福祉法人

恵光会 

令和７年４

月１日 

 

認定こども園

髙倉保育園 

認定こ

ども園 

北九州市小倉南

区横代南町四丁

目３番１号 

社会福祉法人

髙倉会 

令和７年４

月１日 

 

認定こども園

聖母園 

認定こ

ども園 

北九州市小倉南

区湯川五丁目１

０番３３号 

社会福祉法人

カトリック社

会事業協会 

令和７年４

月１日 

 

認定こども園

日豊保育園 

認定こ

ども園 

北九州市小倉南

区上葛原一丁目

１２番２５号 

社会福祉法人

宏隆会 

令和７年４

月１日 

 

認定こども園

ゆたか保育園 

認定こ

ども園 

北九州市小倉南

区志徳二丁目１

番８号 

社会福祉法人

秀法福祉会 

令和７年４

月１日 

 

認定こども園

葛原保育園 

認定こ

ども園 

北九州市葛原本

町一丁目１３番

８号 

社会福祉法人

葛原会 

令和７年４

月１日 

 

認定こども園

則松保育園 

認定こ

ども園 

北九州市八幡西

区則松六丁目７

番２１号 

社会福祉法人

真照会 

令和７年４

月１日 

 

認定こども園

ナオミ愛児園 

認定こ

ども園 

北九州市戸畑区

中本町１２番３

４号 

社会福祉法人

北九州ナオミ

福祉会 

令和７年４

月１日 
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北九州市告示第１１１号 

 地方自治法施行令 ( 昭和２２年政令第１６号 ) 第１７４条の４９の２５第２

項の規定により、北九州市が包括外部監査契約を締結しようとする相手方の資

格を証する書面の写しは、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和

２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く令和７年４月１日から同年４月

３０日までの間の午前８時３０分から午後５時１５分まで、北九州市行政委員

会事務局監査第一課において閲覧に供する。 

  令和７年４月１日 

北九州市長 武 内 和 久   
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北九州市告示第１１２号 

 地方自治法の一部を改正する法律（令和５年法律第１９号）附則第２条第３

項の規定により、北九州市市民活動サポートセンターこくらにおける印刷機の

賃貸料の収納事務を次のとおり委託した。 

  令和７年４月１日 

北九州市長 武 内 和 久   

受  託  者 
委 託 期 間 

名   称 住   所 

北九州ビルメンテナン

ス協同組合 

北九州市小倉北区紺屋

町４番６号 

令和７年４月１日から

令和８年３月３１日ま

で 
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北九州市告示第１１３号 

 地方自治法の一部を改正する法律（令和５年法律第１９号）附則第２条第３

項の規定により、北九州市立夜間・休日急患センター、北九州市立門司休日急

患診療所及び北九州市立若松休日急患診療所における使用料及び手数料の徴収

及び収納並びに還付金の支出について、次のとおり委託した。 

  令和７年４月１日 

北九州市長 武 内 和 久  

受  託  者 
委 託 期 間 

名   称 住   所 

有限会社  医療事

務研究会 

北九州市小倉北区浅野

三丁目８番１号 

令和７年４月１日から令和

８年３月３１日まで 
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北九州市告示第１１５号 

 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第４１１条第１項の規定により、令

和７年度の固定資産の価格等を固定資産課税台帳に登録したので、同条第２項

の規定により告示する。 

  令和７年４月１日 

北九州市長 武 内 和 久   
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北九州市告示第１１６号 

 北九州市国民健康保険条例（昭和４２年北九州市条例第５３号）第１４条第

１項第２号及び第３号、第１４条の１０第１項第２号及び第３号並びに第１４

条の１５第１項第２号及び第３号に規定する国民健康保険料の令和７年度にお

ける料率を決定したので、同条例第１４条第３項の規定により次のとおり告示

する。 

  令和７年４月１日 

北九州市長 武 内 和 久 

１ 基礎賦課額の保険料率 

 （１） 被保険者均等割          ２３，５５０円 

 （２） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯の世帯別平等割 

                      ２７，１６０円 

 （３） 特定世帯の世帯別平等割      １３，５８０円 

 （４） 特定継続世帯の世帯別平等割    ２０，３７０円 

２ 後期高齢者支援金等賦課額の保険料率 

 （１） 被保険者均等割           ９，５９０円 

 （２） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯の世帯別平等割 

                      １１，０６０円 

 （３） 特定世帯の世帯別平等割       ５，５３０円 

 （４） 特定継続世帯の世帯別平等割     ８，２９０円 

３ 介護納付金賦課額の保険料率 

 （１） 被保険者均等割           ９，６２０円 

 （２） 世帯別平等割            ８，２９０円 
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北九州市告示第１１７号 

北九州市国民健康保険条例（昭和４２年北九州市条例第５３号。以下「条例

」という。）第２０条及び第２０条の３並びに北九州市国民健康保険条例施行

規則（昭和４３年北九州市規則第４１号。以下「規則」という。）第８条に規

定する国民健康保険料の令和７年度における減額する額は、次のとおりである

。 

  令和７年４月１日 

北九州市長 武 内 和 久 

１ 規則第８条第１項第１号アの当該年度分の被保険者均等割の保険料率に１

０分の７を乗じて得た額 

 （１） 基礎賦課額分           １６，４９０円 

 （２） 後期高齢者支援金等賦課分      ６，７２０円 

 （３） 介護納付金賦課額分         ６，７４０円 

２ 規則第８条第１項第１号イの当該年度分の世帯別平等割の保険料率に１０

分の７を乗じて得た額 

 （１） 基礎賦課額分 

  ア 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 １９，０２０円 

  イ 特定世帯               ９，５１０円 

  ウ 特定継続世帯            １４，２６０円 

 （２） 後期高齢者支援金等賦課額分 

  ア 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯  ７，７５０円 

  イ 特定世帯               ３，８８０円 

  ウ 特定継続世帯             ５，８１０円 

 （３） 介護納付金賦課額分         ５，８１０円 

３ 規則第８条第１項第２号アの当該年度分の被保険者均等割の保険料率に１

０分の５を乗じて得た額 

 （１） 基礎賦課額分           １１，７８０円 

 （２） 後期高齢者支援金等賦課分      ４，８００円 

 （３） 介護納付金賦課額分         ４，８１０円 

４ 規則第８条第１項第２号イの当該年度分の世帯別平等割の保険料率に１０

分の５を乗じて得た額 

 （１） 基礎賦課額分 

  ア 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 １３，５８０円 

  イ 特定世帯               ６，７９０円 

  ウ 特定継続世帯            １０，１９０円 
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 （２） 後期高齢者支援金等賦課額分 

  ア 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯  ５，５３０円 

  イ 特定世帯               ２，７７０円 

  ウ 特定継続世帯             ４，１５０円 

 （３） 介護納付金賦課額分         ４，１５０円 

５ 規則第８条第２項第１号の当該年度分の被保険者均等割の保険料率に１０

分の２を乗じて得た額 

 （１） 基礎賦課額分            ４，７１０円 

 （２） 後期高齢者支援金等賦課分      １，９２０円 

 （３） 介護納付金賦課額分         １，９３０円 

６ 規則第８条第２項第２号の当該年度分の世帯別平等割の保険料率に１０分

の２を乗じて得た額 

 （１） 基礎賦課額分 

  ア 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯  ５，４４０円 

  イ 特定世帯               ２，７２０円 

  ウ 特定継続世帯             ４，０８０円 

 （２） 後期高齢者支援金等賦課額分 

  ア 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯  ２，２２０円 

  イ 特定世帯               １，１１０円 

  ウ 特定継続世帯             １，６６０円 

 （３） 介護納付金賦課額分         １，６６０円 

７ 条例第２０条の３の当該年度分の被保険者均等割の保険料額（条例第２０

条の規定により当該被保険者均等割額を減額するものとした場合にあっては

、その減額後の被保険者均等割額）に１０分の５を乗じて得た額 

（１） 未就学児の被保険者均等割額 

ア 基礎賦課額分            １１，７８０円 

イ 後期高齢者支援金等賦課分       ４，８００円 

（２） 規則第８条第１項第１号アの規定により当該年度分の被保険者均等

割の保険料率に１０分の７を乗じて得た額を減額した後の未就学児の被保

険者均等割額 

ア 基礎賦課額分             ３，５３０円 

イ 後期高齢者支援金等賦課分       １，４４０円 

（３） 規則第８条第１項第２号アの規定により当該年度分の被保険者均等

割の保険料率に１０分の５を乗じて得た額を減額した後の未就学児の被保

険者均等割額 
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ア 基礎賦課額分             ５，８９０円 

イ 後期高齢者支援金等賦課分       ２，４００円 

（４） 規則第８条第２項第１号の規定により当該年度分の被保険者均等割

の保険料率に１０分の２を乗じて得た額を減額した後の未就学児の被保険

者均等割額 

ア 基礎賦課額分             ９，４２０円 

イ 後期高齢者支援金等賦課分       ３，８４０円 
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北九州市告示第１１８号 

 北九州市が管理する港湾施設の概要（昭和５８年北九州市告示第７８－１０

号）の一部を次のように改正する。 

 令和７年４月１日 

                   北九州市長 武 内 和 久 

４ 臨港交通施設の道路の表の門司の項中 
 
  

西海岸１７号道路 門司区西海岸

一丁目 

８５．４０ １３．７２ アスファ

ルト舗装 
 
 

西海岸１７号道路 門司区西海岸

一丁目 

８５．４０ １３．７２ アスファ

ルト舗装 

西海岸１８号道路 門司区西海岸

一丁目 

１８４．２０ ３．１０ アスファ

ルト舗装 
 

改める。 

６ 荷さばき施設の荷さばき地の表の門司の太刀浦１４・１５号岸壁荷さば

き地の項中「１級」を「２級」に改め、同表の門司の太刀浦１６号岸壁荷さば

き地の項中「１級」を「２級」に改め、同表の門司の太刀浦１８・１９号岸壁

荷さばき地の項中「１級」を「２級」に改め、同表の門司の太刀浦２０・２１

号岸壁荷さばき地の項中「１級」を「２級」に改め、同表の門司の太刀浦２２

・２３号岸壁荷さばき地の項中「１級」を「２級」に改め、同表の門司の太刀

浦２４・２５号岸壁荷さばき地の項中「１級」を「２級」に改め、同表の門司

の太刀浦２６・２７号岸壁荷さばき地の項中「１級」を「２級」に改める。 

８ 保管施設の野積場の表の門司の太刀浦１号野積場の項中「１級（舗装部

分）」を「２級」に改める。 

１１ 港湾環境整備施設の緑地の表の門司の西海岸２号緑地の項中「７，１

０４．１５」を「７，０１７．３５」に改める。 

を 

に 

「 

」 

「 

」 
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北九州市告示第１１９号 

 港湾施設の等級の指定（平成９年北九州市告示第１３４号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  令和７年４月１日 

                    北九州市長 武 内 和 久 

 表の荷さばき地の一般ふ頭の１級地の項中 
 

太刀浦１３号岸壁荷さばき地 門司区太刀浦海岸  

太刀浦１４・１５号岸壁荷さばき地 門司区太刀浦海岸  

太刀浦１６号岸壁荷さばき地 門司区太刀浦海岸  

太刀浦１８・１９号岸壁荷さばき地 門司区太刀浦海岸  

太刀浦２０・２１号岸壁荷さばき地 門司区太刀浦海岸  

太刀浦２２・２３号岸壁荷さばき地 門司区太刀浦海岸  

太刀浦２４・２５号岸壁荷さばき地 門司区太刀浦海岸  

太刀浦２６・２７号岸壁荷さばき地 門司区太刀浦海岸  

 

太刀浦１３号岸壁荷さばき地 門司区太刀浦海岸  

改め、同表の野積場の１級地の項中 

 

新門司北１号野積場 門司区新門司北一丁目  

太刀浦１号野積場 門司区太刀浦海岸 舗装部分に限る。 

 

新門司北１号野積場 門司区新門司北一丁目  

改める。 

 

 

 

「 

を 

」 

「 
に 

」 

を 

「 
に 

「 

」 

」 
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北九州市告示第１２０号 
宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和３６年法律第１９１号）第１０条第１

項及び第２６条第１項の規定により、宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等

規制区域を次のとおり指定する。 

 令和７年４月１日 
                    北九州市長 武 内 和 久   
１ 区域の表示 
  別図のとおり 
２ 指定年月日 
  令和７年４月１日 
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北九州市告示第１２１号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、次のと

おり道路の区域を変更する。 

 その関係図面は、この告示の日から２週間北九州市都市整備局道路部管理課

において、一般の縦覧に供する。 

  令和７年４月１日 

北九州市長 武 内 和 久   

１ 道路の種類 市道 

２ 路線名等 

整

理

番

号 

路

線

名  

変

更

前

後

の

別 

区域変

更の区

間 

幅員 

(m) 

延長 

(m) 

立体的

区域の

区間 

幅員 

(m) 

延長 

(m) 

上下

の範

囲 

(m) 

５

０

１ 

砂

津

城

内

１

号

線 

前 

小倉北

区城内

３４９

番５か

ら 

小倉北

区城内

３４８

番１地

先まで 

30.0 

～  

184.0 

140.0 

小倉北

区城内

３４９

番５か

ら 

小倉北

区城内

３５０

番まで 

128.0 

～  

154.0 

118.0 － 

後 

小倉北

区城内

３４９

番５か

ら 

小倉北

区城内

３４８

番１地

30.0 

～  

184.0 

140.0 

小倉北

区城内

３４９

番５か

ら 

小倉北

区城内

３５０

番まで 

24.8 

～  

154.0 

109.8 

-11.4 

～  

7.4 
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先まで 

５

２

２ 

室

町

１

号

線 

前 

小倉北

区室町

二丁目

２１３

番２０

地先か

ら 

小倉北

区室町

三丁目

１番１

２まで 

15.0 

～  

60.5 

69.5 

小倉北

区室町

三丁目

１番１

２から 

小倉北

区室町

三丁目

１番１

２まで 

41.6 

～  

42.9 

57.5 － 

後 

小倉北

区室町

二丁目

２１３

番２０

地先か

ら 

小倉北

区室町

三丁目

１番１

２地先

まで 

15.0 69.5 － － － － 
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北九州市告示第１２２号  
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２第１項の規定により

、北九州市立香月・黒川ほたる館における使用料の徴収について指定公金事務

取扱者を指定し、公金事務を委託したので、同条第２項の規定により次のとお

り告示する。  
令和７年４月１日  

         北九州市長 武 内 和 久   
指定公金事務取扱者  指定公金事

務取扱者と

して指定し

た日  

指定公金事

務取扱者に

公金事務を

委託した日  

委託期間  
名   称  住   所  

香 月 ・ 黒 川 ほ

た る 館 運 営 協

議会  

北 九 州 市 八

幡 西 区 香 月

西 四 丁 目 ６

番１号  

令和７年３

月１７日  
令和７年３

月１７日  
令和７年４月

１日から令和

８年３月３１

日まで  
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北九州市告示第１２３号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２第１項の規定により

、スポーツ施設及び運動施設の使用料の徴収について指定公金事務取扱者を指

定し、公金事務を委託したので、同条第２項の規定により次のとおり告示する

。  
令和７年４月１日 

北九州市長 武 内 和 久   

施設の名称 

指定公金事務取扱者 指 定 公 金

事 務 取 扱

者 と し て

指 定 し た

日  

指 定 公 金

事 務 取 扱

者 に 公 金

事 務 を 委

託 し た 日  

委託期間 
名称 住所 

北九州市立

老松球場 

朝日建物管

理株式会社

九州支店 

北九州市小

倉北区室町

一丁目１番

１号 

令和７年

３月１０

日 

 

 

 

令和７年

４月１日 

令和７年

４月１日

から令和

８年３月

３１日ま

で 

北九州市立

文化記念公

園運動場 

総合緑地建

設株式会社 

 

北九州市小

倉南区大字

合馬３０１

番地 

北九州市立

岡田球場 

株式会社ス

ピナ 

 

北九州市八

幡東区平野

二丁目１１

番１号 

北九州市立

大池球場 

 

 

株式会社ス

ピナ 

 

北九州市八

幡東区平野

二丁目１１

番１号 

北九州市立

萩ケ丘球場 

コナミスポ

ーツ株式会

社 

東京都品川

区東品川四

丁目１０番

１号 

令和７年

３月１７

日 
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北九州市告示第１２４号 

 地方自治法の一部を改正する法律（令和５年法律第１９号）附則第２条第３

項の規定により、北九州市科学館分館における使用料の徴収及び収納に関する

事務を次のとおり委託した。 

  令和７年４月１日 

北九州市長 武 内 和 久 

受  託   者 受託期間 

名   称 住   所 

安全警備株式会社   

 

                            

北九州市八幡西区筒井

町５番５号 

 

令和７年４月１日から 

令和８年３月３１日ま

で                 
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北九州市告示第１２５号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２第１項の規定により

、北九州市科学館における使用料の徴収について指定公金事務取扱者を指定し

、公金事務を委託したので、同条第２項の規定により次のとおり告示する。 

  令和７年４月１日 

北九州市長 武 内 和 久   

指定公金事務取扱者 指定公金

事務取扱

者として

指定した

日 

指定公金

事務取扱

者に公金

事務を委

託した日 

 

委託期間 

 名称 住所 

西部ビル管理株

式会社 

北九州市戸畑区

幸町１番１９号 

令和７年

４月１日 

令和７年

４月１日 

令和７年４

月１日から

令和８年３

月３１日ま

で 
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北九州市告示第１２６号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２第１項の規定により

、北九州市営九州鉄道記念館西駐車場に係る使用料の収納について、指定公金

事務取扱者を指定し、公金事務を委託したので、同条第２項の規定により次の

とおり告示する。 

  令和７年４月１日 

北九州市長 武 内 和 久   

指定公金事務取扱者 指定公金事

務取扱者と

して指定し

た日 

指 定 公 金 事

務 取 扱 者 に

公 金 事 務 を

委託した日 

委託期間 
名   称 住   所 

株式会社大日

警 

北九州市門司

区西海岸一丁

目２番１号 

令和７年３

月２６日 

令 和 ７ 年 ３

月２６日 

令 和 ７ 年 ４

月 １ 日 か ら

令 和 ８ 年 ３

月 ３ １ 日 ま

で 
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北九州市告示第１２７号 

 土壌汚染対策法（平成１４年法律第５３号）第１１条第１項の規定に基づき

、次の土地を特定有害物質によって汚染されている形質変更時要届出区域に指

定することについて、同条第３項において準用する同法第６条第２項の規定に

基づき、次のとおり告示する。また、この告示により指定する形質変更時要届

出区域に係る同法第１５条第１項に規定する台帳は、北九州市環境局環境監視

部環境監視課及び北九州市立文書館に備え付ける。 

  令和７年４月１日 

                    北九州市長 武 内 和 久 

１ 指定する形質変更時要届出区域 

北九州市八幡西区洞北町１番１０、１番１１及び１番１９の各一部 

２ 土壌溶出量基準に適合していない特定有害物質の種類 

  六価クロム化合物、シアン化合物、ふっ素及びその化合物並びにほう素及

びその化合物 

３ 土壌含有量基準に適合していない特定有害物質の種類 

  六価クロム化合物、シアン化合物、ふっ素及びその化合物並びにほう素及

びその化合物 

４ 土壌汚染対策法施行規則（平成１４年環境省令第２９号）第５８条第５項

第１０号から第１３号までの該当性 

  土壌汚染対策法施行規則第５８条第５項第１２号（埋立地管理区域）に該

当 
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北九州市告示第１２８号 
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年

法律第１２３号）第５４条第２項の規定により精神通院医療に係る指定自立支

援医療機関の指定をしたので、同法第６９条第１号の規定により次のとおり告

示する。 
  令和７年４月１日 

北九州市長 武 内 和 久  
 
１ 医科（精神通院医療） 

指定自立支援医療機関

の名称 
指定自立支援医療機関の所在地  指 定 年 月 日  

はぐむのあかりクリニ

ック 
北九州市八幡西区鷹の巣一丁目６

番１４号  
令 和 ７ 年 ４

月 １ 日  
 
２ 薬局（精神通院医療） 

指定自立支援医療機関

の名称 
指定自立支援医療機関の所在地  指 定 年 月 日  

のぞみ薬局 北九州市門司区永黒二丁目１０番

４号  
令 和 ７ 年 ４

月 １ 日  
大信薬局小倉蒲生店 北九州市小倉南区蒲生五丁目５番

３号  
令 和 ７ 年 ４

月 １ 日  
マーガレット調剤薬局 北九州市小倉南区葛原本町一丁目

６番１６号  
令 和 ７ 年 ４

月 １ 日  
タカサキ薬局掖済会病

院前店 
北九州市門司区清滝一丁目４番１

１－１０５号アヴァンツア清滝  
令 和 ７ 年 ４

月 １ 日  
サンキュードラッグ門

司港本店薬局 
北九州市門司区栄町９番１８号  令 和 ７ 年 ４

月 １ 日  
若戸薬局 北九州市若松区浜町一丁目４番１

１号  
令 和 ７ 年 ４

月 １ 日  
 
３ 訪問看護（精神通院医療） 

指定自立支援医療機関

の名称 
指定自立支援医療機関の所在地  指 定 年 月 日  

ソフィアメディ訪問看

護ステーション八幡東 
北九州市八幡東区枝光三丁目１３

番１１号枝光貸家  
令 和 ７ 年 ４

月 １ 日  
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訪問看護よりそう 北九州市小倉北区下富野二丁目５

番１３－２号  
令 和 ７ 年 ４

月 １ 日  
訪問看護ステーション

はな戸畑 
北九州市戸畑区幸町１１番１７号

２階  
令 和 ７ 年 ４

月 １ 日  
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北九州市告示第１２９号 

 あき地等に繁茂した雑草等の除去に関する条例施行規則（昭和４５年北九州

市規則第３６号）第３条第２項の規定により、雑草等の除去委託料の単価を次

のように定める。 

  令和７年４月１日 

北九州市長 武 内 和 久  
 １回につき１平方メートル当たり１３０円（消費税の額に相当する額及び地

方消費税の額に相当する額を含む。）  
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北九州市告示第１３０号 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６８条第８項及び北九州

市指定金融機関等事務取扱規則（昭和３９年北九州市規則第５２号）第３条第

６項の規定により、次のとおり告示する。 

 この告示の日の前までに告示された北九州市収納代理金融機関の指定の告示

及び北九州市総括出納取扱店、出納取扱店及び収納取扱店の指定（令和６年北

九州市告示第１４４号）は、廃止する。 

  令和７年４月１日 

                    北九州市長 武 内 和 久  

１ 総括出納取扱店 

  株式会社北九州銀行 本店営業部 

２ 出納取扱店 

区   別    出納取扱店となる事務取扱店舗 

門司区 株式会社北九州銀行 本店営業部 

小倉北区 株式会社福岡銀行 北九州営業部 

小倉南区 株式会社西日本シティ銀行 北九州営業部 

若松区 株式会社西日本シティ銀行 北九州営業部 

八幡東区 株式会社みずほ銀行 北九州支店 

八幡西区 福岡ひびき信用金庫 黒崎支店 

戸畑区 株式会社北九州銀行 本店営業部 

３ 指定金融機関及び指定代理金融機関の収納取扱店 

   金融機関名称   収納取扱店となる事務取扱店舗 

株式会社みずほ銀行 国内で業務を営む全ての店舗（出納取扱店

を除く。） 株式会社福岡銀行 

株式会社西日本シティ銀行 

株式会社北九州銀行 国内で業務を営む全ての店舗（総括出納取

扱店及び出納取扱店を除く。） 

福岡ひびき信用金庫 国内で業務を営む全ての店舗（出納取扱店

を除く。） 

４ 収納代理金融機関及びその収納取扱店 

   金融機関名称   収納取扱店となる事務取扱店舗 

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 国内で業務を営む全ての店舗 

株式会社三井住友銀行 

株式会社広島銀行 
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株式会社伊予銀行  

株式会社筑邦銀行 

株式会社佐賀銀行 

株式会社十八親和銀行 

株式会社肥後銀行 

株式会社大分銀行 

株式会社もみじ銀行 

株式会社西京銀行 

株式会社福岡中央銀行 

株式会社豊和銀行 

株式会社南日本銀行 

遠賀信用金庫 

横浜幸銀信用組合 

朝銀西信用組合 市内で業務を営む全ての店舗 

九州労働金庫 国内で業務を営む全ての店舗 

北九州農業協同組合 

株式会社ゆうちょ銀行 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分

県、宮崎県及び鹿児島県に所在する支店

（出張所及び株式会社ゆうちょ銀行が銀行

代理店契約を締結した日本郵便株式会社の

営業所（日本郵便株式会社が業務を再委託

し た 者 の 施 設 を 含 む 。） を 含 む 。 以 下 同

じ。）の店舗及び福岡郵便貯金事務センタ

ー（株式会社ゆうちょ銀行の公金指定様式

振替払込書により収納する場合にあって

は、国内に所在する支店及び福岡郵便貯金

事務センター） 

株式会社りそな銀行 国内で業務を営む全ての店舗 

（口座振替による収納の事務に限る） 楽天銀行株式会社 
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北九州市公告第２０１号 

 北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年

北九州市規則第５９号。以下「規則」という。）第４条第２項に定める随時に

行う受付を令和７年度において行うため、同条第３項（規則第１１条において

準用する場合を含む。）の規定により、北九州市が発注する建設工事の請負契

約の一般競争入札及び指名競争入札（以下「競争入札」という。）に参加する

者に必要な資格（以下「競争入札参加資格」という。）、競争入札参加資格の

審査の申請方法等を次のとおり公告する。 

  令和７年４月１日 

                           北九州市長 武 内 和 久 

１ 建設工事の種類 

（１） 土木工事  

  （２） 港湾工事 

  （３） 建築工事 

  （４） 大工工事 

  （５） 左官工事 

  （６） とび・土工・コンクリート工事 

  （７） 石工事 

  （８） 屋根工事 

  （９） 電気工事 

  （１０） 管工事 

  （１１） タイル・れんが・ブロック工事 

  （１２） 鋼構造物工事 

  （１３） 鉄筋工事 

  （１４） 舗装工事 

  （１５） しゅんせつ工事 

  （１６） 板金工事 

  （１７） ガラス工事 

  （１８） 塗装工事 

  （１９） 防水工事 

  （２０） 内装仕上工事 

 （２１） 機械器具設置工事 

 （２２） 熱絶縁工事 

 （２３） 電気通信工事 

 （２４） 造園工事 
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  （２５） さく井工事 

 （２６） 建具工事 

 （２７） 水道施設工事 

 （２８） 消防施設工事 

 （２９） 清掃施設工事 

 （３０） 解体工事 

２ 競争入札に参加することができない者 

（１） 競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者（特別の理由があ 

 る場合を除く。） 

（２） 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者（特別の理由がある場 

 合を除く。） 

（３） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 

７７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

（４） 次のいずれかに該当すると認められる者でその事実があった後別に 

定める期間を経過しないもの及びその者を代理人、支配人その他の使用人 

又は入札代理人として使用する者 

    ア 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、

又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 

    イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正

な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 

    ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げ

た者 

   エ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の２第１項の規定

による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者  

    オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 

    カ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価

の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者 

    キ アからカまでのいずれかに該当する事実があった後、別に定める期間

を経過しない者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人そ

の他の使用人として使用した者 

（５） 経営状態が著しく不健全であると認められる者 

（６） 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条第１項に規定する許 

可を受けていない者 

（７） 建設業法第２７条の２３第１項に基づく経営に関する客観的事項の 

審査を受けていない者 
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（８） 共同企業体でその構成員が前各号のいずれかに該当するもの 

３ 申請の受付期間 

  令和７年５月１日から令和８年３月３１日まで（日曜日、土曜日及び国民

の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日並びに令

和７年１２月２９日から令和８年１月２日までの日を除く。）の毎日午前９

時から午後５時まで 

４ 申請の受付方法 

 （１） 申請方法 

インターネットを利用して下記北九州市技術監理局契約部ホームページ

アドレスから北九州市入札参加資格審査申請システムにアクセスし、画面

上の申請フォームに必要事項を入力し、送信した後、速やかに次号に定め

る書類を提出する。 

北九州市技術監理局契約部ホームページアドレス 

http://www.k-nyusatsu.city.kitakyushu.jp 

 （２） 提出書類 

申請内容を電子的に送付した後、次に掲げる書類（以下「提出書類」と

いう。）を書留郵便にて提出すること。ただし、提出書類エ、オ、キ、ケ

からセまで及びチは、必要に応じて提出することとする。 

なお、提出書類ウ、エ、クからシまで及びツは、前号による申請の後、

北九州市入札参加資格審査申請システムより入手することができる。 

ア 登記事項証明書 

イ 経営規模等評価結果通知書の写し 

ウ 使用印鑑届 

エ 委任状 

オ 建設業許可申請書の別表 

カ 印鑑証明書 

  キ 給与支払報告書（総括表）の写し 

  ク 工事用機械器具調書 

  ケ 主観点による加点の辞退届 

  コ 北九州市内事業所等調書 

サ 保有作業船調書 

シ 舗装工事関係機械調書 

ス 社会的責任・社会貢献関係資料 

セ 北九州市税に係る納税証明書 

   ソ 消費税及び地方消費税に係る納税証明書  
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タ 労働保険料納入証明書 

チ 社会保険等関係届出書 

ツ 誓約書 

（３） 提出先 

  〒８０３－８５０１ 

  北九州市小倉北区城内１番１号 

  北九州市技術監理局契約部契約制度課 

（４） 申請に用いる言語 

   申請に用いる言語は日本語とし、提出書類で外国語を用いて記載してい

るものは日本語の訳文を付記し、又は添付すること。 

５ 規則第１２条第２項第２号の審査基準日 

    令和７年１月１日 

６ 競争入札参加資格の審査結果の通知 

  資格審査結果通知書により通知する。 

７ 競争入札参加資格の有効期間 

  規則第７条第１項（規則第１１条において準用する場合を含む。）の有資 

格業者名簿に追加して記載された日の翌日から令和９年５月３１日まで 

８ 競争入札参加資格の有効期間の更新手続 

   競争入札参加資格の有効期間の更新を希望する者は、令和８年１２月に令

和９年度及び令和１０年度の資格審査の定時受付の公告を行う予定であるの

で、当該公告に基づき申請を行うこと。 

９ 競争入札参加資格を有する者の名簿の公開方法 

  北九州市技術監理局契約部契約制度課及び北九州市立文書館で閲覧に供す

るとともに北九州市技術監理局契約部ホームページで公開する。 

１０ 公告に関する問合せ先 

    北九州市技術監理局契約部契約制度課 

    北九州市小倉北区城内１番１号(北九州市役所１５階) 

    電話 ０９３－５８２－２５４５ 

  ＦＡＸ ０９３－５８２－３１１３ 
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北九州市公告第２０２号 

 北九州市測量業務、建設コンサルタント業務等競争入札参加者の資格及び審

査等に関する規則（平成６年北九州市規則第６０号。以下「規則」という。）

第４条第２項に定める随時に行う受付を令和７年度において行うため、同条第

３項（規則第１１条において準用する場合を含む。）の規定により、北九州市

が発注する測量業務、建設コンサルタント業務、地質調査業務等の委託契約又

は請負契約の一般競争入札及び指名競争入札（以下「競争入札」という。）に

参加する者に必要な資格（以下「競争入札参加資格」という。）及び競争入札

参加資格の審査の申請方法等を次のとおり公告する。 

  令和７年４月１日 

                        北九州市長 武 内 和 久 

１ 業務の種類 

 （１） 測量業務  

（２） 建築関係コンサルタント業務 

（３） 設備設計業務 

（４） 土木関係コンサルタント業務 

（５） 地質調査業務 

（６） 補償関係コンサルタント業務 

（７） 前各号に掲げる業務以外の調査、測定、コンサルタント業務 

２ 競争入札に参加することができない者 

（１） 競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者（特別の理由があ 

る場合を除く。） 

（２） 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者（特別の理由がある場 

合を除く。） 

（３） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 

７７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

（４） 次のいずれかに該当すると認められる者でその事実があった後、別

に定める期間を経過しないもの及びその者を代理人、支配人その他の使用

人又は入札代理人として使用する者 

    ア 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、

又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 

    イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正

な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 

    ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げ

た者 
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   エ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の２第１項の規定

による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者  

    オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 

    カ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価 

   の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者 

  キ アからカまでのいずれかに該当する事実があった後、別に定める期間

を経過しない者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人そ

の他の使用人として使用した者 

（５） 経営状態が著しく不健全であると認められる者 

（６） 競争入札に参加しようとする業務に関し、法律上必要とされる資格

を有しない者 

３ 申請の受付日時 

  令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで（日曜日、土曜日及び国民

の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日並びに令

和７年１２月２９日から令和８年１月２日までの日を除く。）の毎日午前９

時から午後５時まで 

４ 申請書の受付方法 

（１） 申請方法 

   インターネットを利用して下記北九州市技術監理局契約部ホームページ

アドレスから北九州市入札参加資格審査申請システムにアクセスし、画面

上の申請フォームに必要事項を入力し、送信した後、速やかに次号に定め

る書類を提出する。 

北九州市技術監理局契約部ホームページアドレス 

http://www.k-nyusatsu.city.kitakyushu.jp 

（２） 提出書類 

   申請内容を電子的に送付した後、次に掲げる書類（以下「提出書類」と

いう。）を書留郵便にて提出すること。ただし、提出書類イからエまで、

カ、コ及びサは、必要に応じて提出することとする。 

なお、提出書類ウからカまで、クからコまで及びスは、前号による申請

の後、北九州市入札参加資格審査申請システムより入手することができる

。 

ア 登記事項証明書（個人の場合は、身分に関する証明書） 

イ 申請業務に関する登録等の証明書 

ウ 申請業務に関する調書（その１） 

エ 申請業務に関する調書（その２） 

41

http://www.k-nyusatsu.city.kitakyushu.jp


オ 使用印鑑届 

カ 委任状 

キ 印鑑証明書 

ク 業務経歴書 

ケ 技術者経歴書 

コ 北九州市内事業所等調書 

サ 北九州市税に係る納税証明書 

シ 消費税及び地方消費税に係る納税証明書 

ス 誓約書 

（３） 提出先 

  〒８０３－８５０１ 

  北九州市小倉北区城内１番１号 

  北九州市技術監理局契約部契約制度課 

（４） 申請に用いる言語 

   申請に用いる言語は日本語とし、提出書類で外国語を用いて記載してい

るものは日本語の訳文を付記し、又は添付すること。 

５ 競争入札参加資格の審査結果の通知 

  資格審査結果通知書により通知する。 

６ 競争入札参加資格の有効期間 

  規則第７条第１項（規則第１１条において準用する場合を含む。）の有資

格業者名簿に追加して記載された日の翌日から令和８年９月３０日まで 

７ 競争入札参加資格の有効期間の更新手続 

  競争入札参加資格の有効期間の更新を希望する者は、令和８年６月に令和

８年度及び令和９年度の資格審査の定時受付の公告を行う予定であるので、

当該公告に基づき申請を行うこと。 

８ 競争入札参加資格を有する者の名簿の公開方法 

  北九州市技術監理局契約部契約制度課及び北九州市立文書館で閲覧に供す

るとともに北九州市技術監理局契約部ホームページで公開する。 

９ 公告に関する問合せ先 

    北九州市技術監理局契約部契約制度課 

  北九州市小倉北区城内１番１号（北九州市役所１５階） 

    電話 ０９３－５８２－２５４５ 

  ＦＡＸ ０９３－５８２－３１１３ 
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北九州市公告第２０３号 

 北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（

平成７年北九州市規則第１１号。以下「規則」という。）第３条第２項に定め

る随時に行う受付を令和７年度において行うため、同条第３項（規則第９条に

おいて準用する場合を含む。）の規定により、北九州市が発注する物品の売買

、製造の請負その他の契約（建設工事の請負契約及び測量業務、建設コンサル

タント業務、地質調査業務等の委託契約又は請負契約を除く。）の一般競争入

札及び指名競争入札（以下「競争入札」という。）に参加する者に必要な資格

（以下「競争入札参加資格」という。）及び競争入札参加資格の審査の申請方

法等を次のとおり公告する。 

  令和７年４月１日 

                    北九州市長 武 内 和 久    

１ 申請の対象となる物品等及び役務の種類 

 （１） 印刷・写真 

  （２） 事務用品 

  （３） 機械器具 

  （４） 自動車・船舶 

（５） 家具・装飾 

  （６） 縫製・繊維製品 

  （７） 薬品 

  （８） 燃料 

  （９） 教材・書籍・美術品 

（１０） 建設資材 

  （１１） 農林・園芸 

  （１２） 日用品・雑貨・百貨 

  （１３） サービス 

２ 競争入札に参加することができない者 

（１）  競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者（特別の理由があ

る場合を除く。） 

（２） 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者（特別の理由がある場

合を除く。） 

（３） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

７７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

（４）  次のいずれかに該当すると認められる者でその事実があった後、別

に定める期間を経過しないもの及びその者を代理人、支配人その他の使用
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人又は入札代理人として使用する者 

    ア 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、

又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 

    イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正

な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 

    ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げ  

た者 

   エ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の２第１項の規定

による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者   

    オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 

  カ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価

の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者 

    キ アからカまでのいずれかに該当する事実があった後、別に定める期間

を経過しない者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人そ

の他の使用人として使用した者 

（５）  経営状態が著しく不健全であると認められる者 

（６）  競争入札に参加しようとする業務に関し、法律上必要とされる資格

を有しない者 

３ 申請の受付日時 

  令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで（日曜日、土曜日、国民の

祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日及び令和７

年１２月２９日から令和８年１月２日までの日を除く。）の毎日午前９時か

ら午後５時まで 

４ 申請書の受付方法 

（１）  申請方法 

   インターネットを利用して下記北九州市技術監理局契約部ホームページ

アドレスから北九州市入札参加資格審査申請システムにアクセスし、画面

上の申請フォームに必要事項を入力し、送信した後、速やかに次号に定め

る書類を提出する。 

北九州市技術監理局契約部ホームページアドレス

http://www.k-nyusatsu.city.kitakyushu.jp  

 （２）  提出書類 

申請内容を電子的に送付した後、次に掲げる書類（以下「提出書類」と

いう。）を書留郵便にて提出すること。ただし、提出書類オからケまで及

びサは、必要に応じて提出することとする。 
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なお、提出書類ウからオまで及びケは、前号による申請の後、北九州市

入札参加資格審査申請システムより入手することができる。 

ア  登記事項証明書（個人の場合は、身分に関する証明書） 

イ 印鑑証明書 

ウ 使用印鑑届 

エ 誓約書 

オ 委任状 

カ 北九州市税に係る納税証明書 

キ 財務諸表（貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずるもの） 

ク 営業に関する許認可証の写し 

  ケ 契約実績経歴書 

  コ  消費税及び地方消費税に係る納税証明書  

  サ 社会的責任・社会貢献関係資料 

  （３）  提出先 

   〒８０３－８５０１ 

   北九州市小倉北区城内１番１号 

北九州市技術監理局契約部契約制度課 

  （４）  申請に用いる言語 

   申請に用いる言語は日本語とし、提出書類で外国語を用いて記載してい

るものは日本語の訳文を付記し、又は添付すること。 

５ 競争入札参加資格の審査結果の通知 

  資格審査結果通知書により通知する。 

６ 競争入札参加資格の有効期間 

  規則第６条第１項（規則第９条において準用する場合を含む。）の有資格 

業者名簿に追加して記載された日の翌日から令和８年９月３０日まで 

７ 競争入札参加資格の有効期間の更新手続 

   競争入札参加資格の有効期間の更新を希望する者は、令和８年６月に令和 

８年度及び令和９年度の資格審査の定時受付の公告を行う予定であるので、

当該公告に基づき申請を行うこと。 

８ 競争入札参加資格を有する者の名簿の公開方法 

  北九州市技術監理局契約部契約制度課及び北九州市立文書館で閲覧に供す

るとともに北九州市技術監理局契約部ホームページで公開する。 

９ 公告に関する問合せ先 

    北九州市技術監理局契約部契約制度課 

  北九州市小倉北区城内１番１号（北九州市役所１５階） 
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    電話 ０９３－５８２－２５４５ 

  ＦＡＸ ０９３－５８２－３１１３ 
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北九州市公告第２０５号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次 

の開発行為に関する工事が完了したことを公告する。 

  令和７年４月１日 

北九州市長 武 内 和 久   

開発区域又は工区に含まれる地域の

名称 
開発行為者 

北九州市八幡西区下畑町１０２番６

及び１０２番３４から１０２番４２

まで 

北九州市小倉北区明和町９番１号 

株式会社海王 

代表取締役 竹下晃平 

北九州市八幡西区真名子一丁目５３

５番２、５３５番３及び５３９番１ 

北九州市八幡西区大字金剛１４５

番地の２ 

株式会社ＨＴＳ 

代表取締役 小島清彦 

北九州市若松区大字頓田６７９番３ 

北九州市八幡西区竹末一丁目２４

番２０－１０１号 

白橋竜丈 
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北九州市公告第２０６号 

 一般競争入札により、請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２

２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年

北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定によ

り次のとおり公告する。 

  令和７年４月１日 

                    北九州市長 武 内 和 久   

１ 工事概要 

 （１） 工事名 北九州市立中学校トイレ整備事業（第１グループ） 

 （２） 工事場所 入札説明書のとおり 

 （３） 工事内容 入札説明書のとおり 

 （４） 工期 契約締結日から令和８年３月３１日まで。 

 （５） 予定価格 入札説明書のとおり 

 （６） 入札方法 落札者の決定は、総合評価落札方式をもって行うので、

提案に係る性能、機能、技術等に関する書類（以下「技術提案書」という

。）及び入札書を提出すること。 

２ 競争入札参加資格 

  次の各号のいずれにも該当する者であること。 

（１）  地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること 

 。 

（２）  参加表明書の提出期間の末日午後４時３０分時点において、次のい 

  ずれにも該当する単体企業あるいは共同企業体（複数の構成員からなる任

意に結成された共同企業体）であること。 

ア 単体企業あるいは共同企業体の構成員（代表構成員及び代表構成員以 

 外の構成員をいう。以下同じ。）が北九州市建設工事競争入札参加者の 

資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条

第１項の有資格業者名簿に記載されていること。 

  イ 共同企業体の構成員は、本事業について結成された他の共同企業体の

構成員ではないこと。 

  ウ 単体企業あるいは共同企業体の構成員が本市（上下水道局、交通局及

び公営競技局を含む。）から指名停止を受けている期間中でないこと。 

  エ 共同企業体の出資は、次の要件を満たすものであること。 

（ア）  全ての構成員が共同企業体に出資していること。 

（イ）  施工業務を担当する構成員の出資比率は３０％以上であること 

 。 
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（ウ）  代表構成員は、出資比率が構成員中最大であること。 

  オ 本店又は主たる営業所が北九州市内にあること。 

 （３） 上記のほか、入札説明書に掲げる入札参加者に必要な資格等をすべ

て満たすこと。 

３ 契約条項を示す場所、期間及び交付方法 

（１） 場所 北九州市小倉北区大手町１番１号 

        北九州市教育委員会事務局学校支援部施設課 

（２） 期間 令和７年４月１日から同年５月１６日まで（日曜日、土曜日

及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休

日（以下「日曜日等」という。）を除く。）の毎日午前９時から午前１１

時３０分まで及び午後１時から午後４時３０分まで 

 （３） 交付方法 北九州市教育委員会事務局学校支援部施設課のホームペ

ージからダウンロードする方法により交付する。ただし、この方法により

取得できない場合は、第１号の場所において交付する。 

   北九州市教育委員会事務局学校支援部施設課のホームページ 

   https://www.city.kitakyushu.lg.jp/kyouiku/03300035.html 

４ 競争入札参加資格申請の提出 

  この公告に係る入札に参加を希望する者は、持参により参加表明書を提出 

しなければならない。 

（１） 提出場所 第３項第１号の場所 

（２） 提出期間 令和７年４月１日から同年５月１６日まで（日曜日等を 

除く。）の午前９時から午前１１時３０分まで及び午後１時から午後４時

３０分まで 

５ 入札書及び技術提案書の提出 

  参加表明書を提出した入札参加者は、持参により入札書及び技術提案書を 

 提出すること。 

 （１） 提出場所 第３項第１号の場所 

 （２） 提出期間 令和７年５月１９日から同月３０日まで（日曜日及び土

曜日を除く。）の午前９時から午前１１時３０分まで及び午後１時から午

後４時３０分まで。 

６ 開札の場所及び日程 

 （１） 場所 未定（別途通知する。） 

 （２） 日程 令和７年６月９日から同月１５日までの間のいずれかの日 

７ 入札及び契約に関する条件 

 （１） 最低制限価格 設けない。 
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 （２） 入札保証金 免除する。 

 （３） 契約保証金 契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規

則第２５条第７項各号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

８ 入札の無効 

  次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

 （１） 入札説明書に示した入札参加資格のない者がした入札及び入札に関

する条件に違反した入札 

 （２） 一切の提出書類に虚偽の記載をした者の入札 

 （３） 単体企業あるいは共同企業体の代表者または構成員が、参加表明書

の提出から入札日までの間に会社更生法の適用を申請する等、その担当す

る業務を履行することが困難と認められる状態に至った場合 

 （４） 必要な書類が不足している入札 

 （５） 記載すべき事項の全部または一部が記載されていない入札 

 （６） 入札書の金額の表示を改ざんし、または訂正した入札 

 （７） 評価委員会の委員に対し、この入札手続きにおいて自己又は他者に

有利又は不利になる目的のため、接触等の働きかけを行った者の入札 

 （８） 契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札 

９ その他 

 （１） この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。 

 （２） この公告に係る契約に関する事務を担当する所管課の名称及び所在

地等 

   北九州市教育委員会事務局学校支援部施設課 

   〒８０３－８５１０ 北九州市小倉北区大手町１番１号 

   電話 ０９３－５８２－２３６１ 
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北九州市公告第２０７号 

 一般競争入札により、請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２

２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年

北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定によ

り次のとおり公告する。 

  令和７年４月１日 

                    北九州市長 武 内 和 久   

１ 工事概要 

 （１） 工事名 北九州市立中学校トイレ整備事業（第２グループ） 

 （２） 工事場所 入札説明書のとおり 

 （３） 工事内容 入札説明書のとおり 

 （４） 工期 契約締結日から令和８年３月３１日まで。 

 （５） 予定価格 入札説明書のとおり 

 （６） 入札方法 落札者の決定は、総合評価落札方式をもって行うので、

提案に係る性能、機能、技術等に関する書類（以下「技術提案書」という

。）及び入札書を提出すること。 

２ 競争入札参加資格 

  次の各号のいずれにも該当する者であること。 

（１）  地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること 

 。 

（２）  参加表明書の提出期間の末日午後４時３０分時点において、次のい 

  ずれにも該当する単体企業あるいは共同企業体（複数の構成員からなる任

意に結成された共同企業体）であること。 

ア 単体企業あるいは共同企業体の構成員（代表構成員及び代表構成員以 

 外の構成員をいう。以下同じ。）が北九州市建設工事競争入札参加者の 

資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条

第１項の有資格業者名簿に記載されていること。 

  イ 共同企業体の構成員は、本事業について結成された他の共同企業体の

構成員ではないこと。 

  ウ 単体企業あるいは共同企業体の構成員が本市（上下水道局、交通局及

び公営競技局を含む。）から指名停止を受けている期間中でないこと。 

  エ 共同企業体の出資は、次の要件を満たすものであること。 

（ア）  全ての構成員が共同企業体に出資していること。 

（イ）  施工業務を担当する構成員の出資比率は３０％以上であること 

 。 
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（ウ）  代表構成員は、出資比率が構成員中最大であること。 

  オ 本店又は主たる営業所が北九州市内にあること。 

 （３） 上記のほか、入札説明書に掲げる入札参加者に必要な資格等をすべ

て満たすこと。 

３ 契約条項を示す場所、期間及び交付方法 

（１） 場所 北九州市小倉北区大手町１番１号 

        北九州市教育委員会事務局学校支援部施設課 

（２） 期間 令和７年４月１日から同月１６日まで（日曜日、土曜日及び

国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日（

以下「日曜日等」という。）を除く。）の毎日午前９時から午前１１時３

０分まで及び午後１時から午後４時３０分まで 

 （３） 交付方法 北九州市教育委員会事務局学校支援部施設課のホームペ

ージからダウンロードする方法により交付する。ただし、この方法により

取得できない場合は、第１号の場所において交付する。 

   北九州市教育委員会事務局学校支援部施設課のホームページ 

   https://www.city.kitakyushu.lg.jp/kyouiku/03300035.html 

４ 競争入札参加資格申請の提出 

  この公告に係る入札に参加を希望する者は、持参により参加表明書を提出 

しなければならない。 

（１） 提出場所 第３項第１号の場所 

（２） 提出期間 令和７年４月１日から同年５月１６日まで（日曜日等を 

除く。）の午前９時から午前１１時３０分まで及び午後１時から午後４時

３０分まで 

５ 入札書及び技術提案書の提出 

  参加表明書を提出した入札参加者は、持参により入札書及び技術提案書を 

 提出すること。 

 （１） 提出場所 第３項第１号の場所 

 （２） 提出期間 令和７年５月１９日から同月３０日まで（日曜日及び土

曜日を除く。）の午前９時から午前１１時３０分まで及び午後１時から午

後４時３０分まで。 

６ 開札の場所及び日程 

 （１） 場所 未定（別途通知する。） 

 （２） 日程 令和７年６月９日から同月１５日までの間のいずれかの日 

７ 入札及び契約に関する条件 

 （１） 最低制限価格 設けない。 
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 （２） 入札保証金 免除する。 

 （３） 契約保証金 契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規

則第２５条第７項各号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

８ 入札の無効 

  次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

 （１） 入札説明書に示した入札参加資格のない者がした入札及び入札に関

する条件に違反した入札 

 （２） 一切の提出書類に虚偽の記載をした者の入札 

 （３） 単体企業あるいは共同企業体の代表者または構成員が、参加表明書

の提出から入札日までの間に会社更生法の適用を申請する等、その担当す

る業務を履行することが困難と認められる状態に至った場合 

 （４） 必要な書類が不足している入札 

 （５） 記載すべき事項の全部または一部が記載されていない入札 

 （６） 入札書の金額の表示を改ざんし、または訂正した入札 

 （７） 評価委員会の委員に対し、この入札手続きにおいて自己又は他者に

有利又は不利になる目的のため、接触等の働きかけを行った者の入札 

 （８） 契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札 

９ その他 

 （１） この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。 

 （２） この公告に係る契約に関する事務を担当する所管課の名称及び所在

地等 

   北九州市教育委員会事務局学校支援部施設課 

   〒８０３－８５１０ 北九州市小倉北区大手町１番１号 

   電話 ０９３－５８２－２３６１ 
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北九州市公告第２０８号 

 一般競争入札により、請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２

２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年

北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定によ

り次のとおり公告する。 

  令和７年４月１日 

                    北九州市長 武 内 和 久   

１ 工事概要 

 （１） 工事名 北九州市立中学校トイレ整備事業（第３グループ） 

 （２） 工事場所 入札説明書のとおり 

 （３） 工事内容 入札説明書のとおり 

 （４） 工期 契約締結日から令和８年３月３１日まで。 

 （５） 予定価格 入札説明書のとおり 

 （６） 入札方法 落札者の決定は、総合評価落札方式をもって行うので、

提案に係る性能、機能、技術等に関する書類（以下「技術提案書」という

。）及び入札書を提出すること。 

２ 競争入札参加資格 

  次の各号のいずれにも該当する者であること。 

（１）  地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること 

 。 

（２）  参加表明書の提出期間の末日午後４時３０分時点において、次のい 

  ずれにも該当する単体企業あるいは共同企業体（複数の構成員からなる任

意に結成された共同企業体）であること。 

ア 単体企業あるいは共同企業体の構成員（代表構成員及び代表構成員以 

 外の構成員をいう。以下同じ。）が北九州市建設工事競争入札参加者の 

資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条

第１項の有資格業者名簿に記載されていること。 

  イ 共同企業体の構成員は、本事業について結成された他の共同企業体の

構成員ではないこと。 

  ウ 単体企業あるいは共同企業体の構成員が本市（上下水道局、交通局及

び公営競技局を含む。）から指名停止を受けている期間中でないこと。 

  エ 共同企業体の出資は、次の要件を満たすものであること。 

（ア）  全ての構成員が共同企業体に出資していること。 

（イ）  施工業務を担当する構成員の出資比率は３０％以上であること 

 。 
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（ウ）  代表構成員は、出資比率が構成員中最大であること。 

  オ 本店又は主たる営業所が北九州市内にあること。 

 （３） 上記のほか、入札説明書に掲げる入札参加者に必要な資格等をすべ

て満たすこと。 

３ 契約条項を示す場所、期間及び交付方法 

（１） 場所 北九州市小倉北区大手町１番１号 

        北九州市教育委員会事務局学校支援部施設課 

（２） 期間 令和７年４月１日から同年５月１６日まで（日曜日、土曜日

及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休

日（以下「日曜日等」という。）を除く。）の毎日午前９時から午前１１

時３０分まで及び午後１時から午後４時３０分まで 

 （３） 交付方法 北九州市教育委員会事務局学校支援部施設課のホームペ

ージからダウンロードする方法により交付する。ただし、この方法により

取得できない場合は、第１号の場所において交付する。 

   北九州市教育委員会事務局学校支援部施設課のホームページ 

   https://www.city.kitakyushu.lg.jp/kyouiku/03300035.html 

４ 競争入札参加資格申請の提出 

  この公告に係る入札に参加を希望する者は、持参により参加表明書を提出 

しなければならない。 

（１） 提出場所 第３項第１号の場所 

（２） 提出期間 令和７年４月１日から同年５月１６日まで（日曜日等を 

除く。）の午前９時から午前１１時３０分まで及び午後１時から午後４時

３０分まで 

５ 入札書及び技術提案書の提出 

  参加表明書を提出した入札参加者は、持参により入札書及び技術提案書を 

 提出すること。 

 （１） 提出場所 第３項第１号の場所 

 （２） 提出期間 令和７年５月１９日から同月３０日まで（日曜日及び土

曜日を除く。）の午前９時から午前１１時３０分まで及び午後１時から午

後４時３０分まで。 

６ 開札の場所及び日程 

 （１） 場所 未定（別途通知する。） 

 （２） 日程 令和７年６月９日から同月１５日までの間のいずれかの日 

７ 入札及び契約に関する条件 

 （１） 最低制限価格 設けない。 
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 （２） 入札保証金 免除する。 

 （３） 契約保証金 契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規

則第２５条第７項各号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

８ 入札の無効 

  次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

 （１） 入札説明書に示した入札参加資格のない者がした入札及び入札に関

する条件に違反した入札 

 （２） 一切の提出書類に虚偽の記載をした者の入札 

 （３） 単体企業あるいは共同企業体の代表者または構成員が、参加表明書

の提出から入札日までの間に会社更生法の適用を申請する等、その担当す

る業務を履行することが困難と認められる状態に至った場合 

 （４） 必要な書類が不足している入札 

 （５） 記載すべき事項の全部または一部が記載されていない入札 

 （６） 入札書の金額の表示を改ざんし、または訂正した入札 

 （７） 評価委員会の委員に対し、この入札手続きにおいて自己又は他者に

有利又は不利になる目的のため、接触等の働きかけを行った者の入札 

 （８） 契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札 

９ その他 

 （１） この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。 

 （２） この公告に係る契約に関する事務を担当する所管課の名称及び所在

地等 

   北九州市教育委員会事務局学校支援部施設課 

   〒８０３－８５１０ 北九州市小倉北区大手町１番１号 

   電話 ０９３－５８２－２３６１ 
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北九州市公告第２０９号 

 一般競争入札により、請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２

２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年

北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定によ

り次のとおり公告する。 

  令和７年４月１日 

                    北九州市長 武 内 和 久   

１ 工事概要 

 （１） 工事名 北九州市立中学校トイレ整備事業（第４グループ） 

 （２） 工事場所 入札説明書のとおり 

 （３） 工事内容 入札説明書のとおり 

 （４） 工期 契約締結日から令和８年３月３１日まで。 

 （５） 予定価格 入札説明書のとおり 

 （６） 入札方法 落札者の決定は、総合評価落札方式をもって行うので、

提案に係る性能、機能、技術等に関する書類（以下「技術提案書」という

。）及び入札書を提出すること。 

２ 競争入札参加資格 

  次の各号のいずれにも該当する者であること。 

（１）  地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること 

 。 

（２）  参加表明書の提出期間の末日午後４時３０分時点において、次のい 

  ずれにも該当する単体企業あるいは共同企業体（複数の構成員からなる任

意に結成された共同企業体）であること。 

ア 単体企業あるいは共同企業体の構成員（代表構成員及び代表構成員以 

 外の構成員をいう。以下同じ。）が北九州市建設工事競争入札参加者の 

資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条

第１項の有資格業者名簿に記載されていること。 

  イ 共同企業体の構成員は、本事業について結成された他の共同企業体の

構成員ではないこと。 

  ウ 単体企業あるいは共同企業体の構成員が本市（上下水道局、交通局及

び公営競技局を含む。）から指名停止を受けている期間中でないこと。 

  エ 共同企業体の出資は、次の要件を満たすものであること。 

（ア）  全ての構成員が共同企業体に出資していること。 

（イ）  施工業務を担当する構成員の出資比率は３０％以上であること 

 。 
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（ウ）  代表構成員は、出資比率が構成員中最大であること。 

  オ 本店又は主たる営業所が北九州市内にあること。 

 （３） 上記のほか、入札説明書に掲げる入札参加者に必要な資格等をすべ

て満たすこと。 

３ 契約条項を示す場所、期間及び交付方法 

（１） 場所 北九州市小倉北区大手町１番１号 

        北九州市教育委員会事務局学校支援部施設課 

（２） 期間 令和７年４月１日から同年５月１６日まで（日曜日、土曜日

及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休

日（以下「日曜日等」という。）を除く。）の毎日午前９時から午前１１

時３０分まで及び午後１時から午後４時３０分まで 

 （３） 交付方法 北九州市教育委員会事務局学校支援部施設課のホームペ

ージからダウンロードする方法により交付する。ただし、この方法により

取得できない場合は、第１号の場所において交付する。 

   北九州市教育委員会事務局学校支援部施設課のホームページ 

   https://www.city.kitakyushu.lg.jp/kyouiku/03300035.html 

４ 競争入札参加資格申請の提出 

  この公告に係る入札に参加を希望する者は、持参により参加表明書を提出 

しなければならない。 

（１） 提出場所 第３項第１号の場所 

（２） 提出期間 令和７年４月１日から同年５月１６日まで（日曜日等を 

除く。）の午前９時から午前１１時３０分まで及び午後１時から午後４時

３０分まで 

５ 入札書及び技術提案書の提出 

  参加表明書を提出した入札参加者は、持参により入札書及び技術提案書を 

 提出すること。 

 （１） 提出場所 第３項第１号の場所 

 （２） 提出期間 令和７年５月１９日から同年５月３０日まで（日曜日及

び土曜日を除く。）の午前９時から午前１１時３０分まで及び午後１時か

ら午後４時３０分まで。 

６ 開札の場所及び日程 

 （１） 場所 未定（別途通知する。） 

 （２） 日程 令和７年６月９日から同月１５日までの間のいずれかの日 

７ 入札及び契約に関する条件 

 （１） 最低制限価格 設けない。 
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 （２） 入札保証金 免除する。 

 （３） 契約保証金 契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規

則第２５条第７項各号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

８ 入札の無効 

  次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

 （１） 入札説明書に示した入札参加資格のない者がした入札及び入札に関

する条件に違反した入札 

 （２） 一切の提出書類に虚偽の記載をした者の入札 

 （３） 単体企業あるいは共同企業体の代表者または構成員が、参加表明書

の提出から入札日までの間に会社更生法の適用を申請する等、その担当す

る業務を履行することが困難と認められる状態に至った場合 

 （４） 必要な書類が不足している入札 

 （５） 記載すべき事項の全部または一部が記載されていない入札 

 （６） 入札書の金額の表示を改ざんし、または訂正した入札 

 （７） 評価委員会の委員に対し、この入札手続きにおいて自己又は他者に

有利又は不利になる目的のため、接触等の働きかけを行った者の入札 

 （８） 契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札 

９ その他 

 （１） この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。 

 （２） この公告に係る契約に関する事務を担当する所管課の名称及び所在

地等 

   北九州市教育委員会事務局学校支援部施設課 

   〒８０３－８５１０ 北九州市小倉北区大手町１番１号 

   電話 ０９３－５８２－２３６１ 
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北九州市上下水道局管理規程第１０号 
北九州市上下水道局事務専決規程の一部を改正する規程を次のように定める

。 
令和７年４月１日 

               北九州市上下水道局長 廣 中 忠 孝 
北九州市上下水道局事務専決規程の一部を改正する規程 

北九州市上下水道局事務専決規程（昭和４３年北九州市水道局管理規程第１

５号）の一部を次のように改正する。 
第３条第１２項第１０号中「１００万円」を「２００万円」に改め、同項第

１１号中「２５０万円」を「４００万円」に改める。 
   付 則 
 この規程は、令和７年４月１日から施行する。 
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北九州市上下水道局告示第１５号  
 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３３条の２の規定により、  
北九州市水道条例（昭和３８年北九州市条例第１１９号）第２８条に規定する

水道料金及び同条例第３６条に規定する手数料、北九州市下水道条例（昭和３

９年北九州市条例第３９号）第１５条第１項に規定する下水道使用料、北九州

市上下水道局長事務委任規則（平成５年北九州市規則第６０号）により委任を

受けた漁業集落排水処理施設使用料、地方公営企業法第３３条の２の規定に基

づき受託契約を締結した芦屋町下水道使用料並びに地方公営企業法第３３条の

２の規定に基づき受託契約を締結した水巻町下水道使用料の徴収事務について  
、指定公金事務取扱者を指定し、公金事務を委託したので、地方公営企業法第

３３条の２の規定において準用する地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

２４３条の２第２項の規定により次のとおり告示する。  
  令和７年４月１日  

北九州市上下水道局長 廣 中 忠 孝   

指定公金事務取扱者  
指定公金事

務取扱者と

して指定し

た日  

指定公金事

務取扱者に

公金事務を

委託した日  

委託期間  
名 称  住 所  

第一環境ケイ

・イー・エス

共同企業体  

福 岡 市 中 央

区 薬 院 四 丁

目３番５号  

令 和 ７ 年 ４

月１日  
令 和 ７ 年 ４

月１日  

令和７年４月

１日から令和

１２年３月３

１日まで  
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北九州市上下水道局告示第１６号 

 水道法（昭和３２年法律第１７７号）第１６条の２第１項の規定による給水

装置工事事業者の指定を行ったので、同法第２５条の３第２項の規定により次

のとおり告示する。 

  令和７年４月１日 

北九州市上下水道局長 廣 中 忠 孝   

指定番号 工事店の 

名 称 

代表者 所在地 指定年月日 

Ｍ－１９５ 伊藤設備 伊藤康平 北九州市小倉南

区長尾五丁目１

３番７号 

令和７年４

月１日 

Ｈ－０５７ 株式会社トラス 原黄誠司 北九州市八幡東

区山路二丁目６

番６号 

令和７年４

月１日 

Ｎ－１８４ 垂門設備工業株

式会社 

垂門 純 北九州市八幡西

区楠橋下方三丁

目１３番２２号 

令和７年４

月１日 

Ｎ－１８５ 株式会社松栄建

設 

松本一夫 北九州市八幡西

区別所町８番９

号 

令和７年４

月１日 

Ｆ－２４４ 株式会社クサノ

エンジニアリン

グシステム 

草野浩志 福岡市博多区東

那珂二丁目２番

１５号 

令和７年４

月１日 
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北九州市上下水道局告示第１７号 

 水道法（昭和３２年法律第１７７号）第２５条の７の規定により指定給水装

置工事事業者から給水装置工事の事業の廃止の届出があったので、北九州市上

下水道局指定給水装置工事事業者規程（平成１０年北九州市水道局管理規程第

７号）第４条の規定により次のとおり告示する。 

  令和７年４月１日 

北九州市上下水道局長 廣 中 忠 孝   

指定番号 工事店の 

名 称 

代表者 所在地 廃止年月日 

Ｆ－１３１ 株式会社南日

本電設工業 

埓 行德 福岡市南区清水

二丁目１３番１

８号 

令和７年３

月５日 
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北九州市上下水道局告示第１８号 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２７条ただし書の規定によ 

り、北九州市水道事業、工業用水道事業及び下水道事業の業務に係る公金の収 

納及び支払事務の一部を取り扱わせるための出納取扱金融機関を、次のとおり 

指定した。 

  令和７年４月１日 

               北九州市上下水道局長 廣 中 忠 孝   

出納取扱 

金融機関 

取扱店舗 

 

所在地 

 

指定期間 

 

株式会社

福岡銀行 

北九州営業部 

 

北九州市小倉北区堺町 

二丁目２番１８号 

令和７年４月１日か

ら令和８年３月３１

日まで 
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収納取扱金融機関 取扱店舗 

株式会社みずほ銀行 

本店及び各支店（国内に所在す

る店舗に限る。） 

株式会社福岡銀行 

株式会社西日本シティ銀行 

株式会社北九州銀行 

福岡ひびき信用金庫 

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 

株式会社三井住友銀行 

株式会社広島銀行 

株式会社伊予銀行 

株式会社筑邦銀行 

株式会社佐賀銀行 

株式会社十八親和銀行 

株式会社肥後銀行 

株式会社大分銀行 

株式会社もみじ銀行 

株式会社西京銀行 

株式会社福岡中央銀行 

株式会社豊和銀行 

株式会社南日本銀行 

遠賀信用金庫 

横浜幸銀信用組合 

朝銀西信用組合 市内に所在する店舗 

九州労働金庫 本店及び各支店（国内に所在す

北九州市上下水道局告示第１９号 

 地方公営企業法施行令（昭和２７年政令第４０３号）第２２条の２第３項の

規定により、次のとおり告示する。 

 この告示の日の前までに告示された収納取扱金融機関の告示（昭和５０年北

九州市水道局告示第５号、平成８年北九州市水道局告示第５号、平成８年北九

州市水道局告示第１５号、平成２４年北九州市上下水道局第６号、平成２７年

北九州市上下水道局告示第１４号、令和６年北九州市上下水道局告示第１１号 

）は、廃止する。 

  令和７年４月１日 

               北九州市上下水道局長 廣 中 忠 孝   
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北九州農業協同組合 る店舗に限る。） 

株式会社ゆうちょ銀行 
九州内のゆうちょ銀行及び郵便

局（沖縄県を除く。） 

株式会社りそな銀行 本店及び各支店（国内に所在す

る店舗における口座振替による

収納の事務に限る。） 楽天銀行株式会社 
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北九州市上下水道局公告第３８号 

 北九州市上下水道局建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規程

（平成６年北九州市水道局管理規程第８号）第２条において準用する北九州市

建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規

則第５９号。以下「規則」という。）第４条第２項に定める随時に行う受付を

令和７年度において行うため、同条第３項（規則第１１条において準用する場

合を含む。）の規定により、北九州市上下水道局が発注する建設工事の請負契

約の一般競争入札及び指名競争入札（以下「競争入札」という。）に参加する

者に必要な資格（以下「競争入札参加資格」という。）、競争入札参加資格の

審査の申請方法等を次のとおり公告する。 

  令和７年４月１日 

北九州市上下水道局長 廣 中 忠 孝 

１ 建設工事の種類 

（１） 土木工事  

  （２） 港湾工事 

  （３） 建築工事 

  （４） 大工工事 

  （５） 左官工事 

  （６） とび・土工・コンクリート工事 

  （７） 石工事 

  （８） 屋根工事 

  （９） 電気工事 

  （１０） 管工事 

  （１１） タイル・れんが・ブロック工事 

  （１２） 鋼構造物工事 

  （１３） 鉄筋工事 

  （１４） 舗装工事 

  （１５） しゅんせつ工事 

  （１６） 板金工事 

  （１７） ガラス工事 

  （１８） 塗装工事 

  （１９） 防水工事 

  （２０） 内装仕上工事 

 （２１） 機械器具設置工事 

 （２２） 熱絶縁工事 
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 （２３） 電気通信工事 

 （２４） 造園工事 

  （２５） さく井工事 

 （２６） 建具工事 

 （２７） 水道施設工事 

 （２８） 消防施設工事 

 （２９） 清掃施設工事 

 （３０） 解体工事 

２ 競争入札に参加することができない者 

（１） 競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者（特別の理由があ 

 る場合を除く。） 

（２） 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者（特別の理由がある場 

 合を除く。） 

（３） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 

７７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

（４） 次のいずれかに該当すると認められる者でその事実があった後別に 

定める期間を経過しないもの及びその者を代理人、支配人その他の使用人 

又は入札代理人として使用する者 

    ア 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、

又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 

    イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正

な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 

    ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げ

た者 

   エ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の２第１項の規定

による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者  

    オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 

    カ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価

の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者 

    キ アからカまでのいずれかに該当する事実があった後、別に定める期間

を経過しない者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人そ

の他の使用人として使用した者 

（５） 経営状態が著しく不健全であると認められる者 

（６） 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条第１項に規定する許 

可を受けていない者 
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（７） 建設業法第２７条の２３第１項に基づく経営に関する客観的事項の 

審査を受けていない者 

（８） 共同企業体でその構成員が前各号のいずれかに該当するもの 

３ 申請の受付期間 

  令和７年５月１日から令和８年３月３１日まで（日曜日、土曜日及び国民

の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日並びに令

和７年１２月２９日から令和８年１月２日までの日を除く。）の毎日午前９

時から午後５時まで 

４ 申請の受付方法 

 （１） 申請方法 

インターネットを利用して下記北九州市技術監理局契約部ホームページ

アドレスから北九州市入札参加資格審査申請システムにアクセスし、画面

上の申請フォームに必要事項を入力し、送信した後、速やかに次号に定め

る書類を提出する。 

北九州市技術監理局契約部ホームページアドレス 

http://www.k-nyusatsu.city.kitakyushu.jp 

 （２） 提出書類 

申請内容を電子的に送付した後、次に掲げる書類（以下「提出書類」と

いう。）を書留郵便にて提出すること。ただし、提出書類エ、オ、キ、ケ

からセまで及びチは、必要に応じて提出することとする。 

なお、提出書類ウ、エ、クからシまで及びツは、前号による申請の後、

北九州市入札参加資格審査申請システムより入手することができる。 

ア 登記事項証明書 

イ 経営規模等評価結果通知書の写し 

ウ 使用印鑑届 

エ 委任状 

オ 建設業許可申請書の別表 

カ 印鑑証明書 

  キ 給与支払報告書（総括表）の写し 

  ク 工事用機械器具調書 

  ケ 主観点による加点の辞退届 

  コ 北九州市内事業所等調書 

サ 保有作業船調書 

シ 舗装工事関係機械調書 

ス 社会的責任・社会貢献関係資料 
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セ 北九州市税に係る納税証明書 

   ソ 消費税及び地方消費税に係る納税証明書  

タ 労働保険料納入証明書 

チ 社会保険等関係届出書 

ツ 誓約書 

（３） 提出先 

  〒８０３－８５０１ 

  北九州市小倉北区城内１番１号 

  北九州市技術監理局契約部契約制度課 

（４） 申請に用いる言語 

   申請に用いる言語は日本語とし、提出書類で外国語を用いて記載してい

るものは日本語の訳文を付記し、又は添付すること。 

５ 規則第１２条第２項第２号の審査基準日 

    令和７年１月１日 

６ 競争入札参加資格の審査結果の通知 

  資格審査結果通知書により通知する。 

７ 競争入札参加資格の有効期間 

  規則第７条第１項（規則第１１条において準用する場合を含む。）の有資 

格業者名簿に追加して記載された日の翌日から令和９年５月３１日まで 

８ 競争入札参加資格の有効期間の更新手続 

   競争入札参加資格の有効期間の更新を希望する者は、令和８年１２月に令

和９年度及び令和１０年度の資格審査の定時受付の公告を行う予定であるの

で、当該公告に基づき申請を行うこと。 

９ 競争入札参加資格を有する者の名簿の公開方法 

  北九州市上下水道局総務経営部経営企画課及び北九州市立文書館で閲覧に

供するとともに北九州市技術監理局契約部ホームページで公開する。 

１０ 公告に関する問合せ先 

    北九州市上下水道局総務経営部経営企画課 

    北九州市小倉北区大手町１番１号(小倉北区役所西棟４階) 

    電話 ０９３－５８２－３１３７ 

  ＦＡＸ ０９３－５８２－３１００ 
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北九州市上下水道局公告第３９号 

 北九州市上下水道局測量業務、建設コンサルタント業務等競争入札参加者の

資格及び審査等に関する規程（平成６年北九州市水道局管理規程第９号）第２

条において準用する北九州市測量業務、建設コンサルタント業務等競争入札参

加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第６０号。以下「

規則」という。）第４条第２項に定める随時に行う受付を令和７年度において

行うため、同条第３項（規則第１１条において準用する場合を含む。）の規定

により、北九州市上下水道局が発注する測量業務、建設コンサルタント業務、

地質調査業務等の委託契約又は請負契約の一般競争入札及び指名競争入札（以

下「競争入札」という。）に参加する者に必要な資格（以下「競争入札参加資

格」という。）及び競争入札参加資格の審査の申請方法等を次のとおり公告す

る。 

  令和７年４月１日 

北九州市上下水道局長 廣 中 忠 孝 

１ 業務の種類 

 （１） 測量業務  

（２） 建築関係コンサルタント業務 

（３） 設備設計業務 

（４） 土木関係コンサルタント業務 

（５） 地質調査業務 

（６） 補償関係コンサルタント業務 

（７） 前各号に掲げる業務以外の調査、測定、コンサルタント業務 

２ 競争入札に参加することができない者 

（１） 競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者（特別の理由があ 

る場合を除く。） 

（２） 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者（特別の理由がある場 

合を除く。） 

（３） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 

７７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

（４） 次のいずれかに該当すると認められる者でその事実があった後、別

に定める期間を経過しないもの及びその者を代理人、支配人その他の使用

人又は入札代理人として使用する者 

    ア 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、

又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 

    イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正
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な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 

    ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げ

た者 

   エ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の２第１項の規定

による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者  

    オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 

    カ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価 

   の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者 

  キ アからカまでのいずれかに該当する事実があった後、別に定める期間

を経過しない者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人そ

の他の使用人として使用した者 

（５） 経営状態が著しく不健全であると認められる者 

（６） 競争入札に参加しようとする業務に関し、法律上必要とされる資格

を有しない者 

３ 申請の受付日時 

  令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで（日曜日、土曜日及び国民

の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日並びに令

和７年１２月２９日から令和８年１月２日までの日を除く。）の毎日午前９

時から午後５時まで 

４ 申請書の受付方法 

（１） 申請方法 

   インターネットを利用して下記北九州市技術監理局契約部ホームページ

アドレスから北九州市入札参加資格審査申請システムにアクセスし、画面

上の申請フォームに必要事項を入力し、送信した後、速やかに次号に定め

る書類を提出する。 

北九州市技術監理局契約部ホームページアドレス 

http://www.k-nyusatsu.city.kitakyushu.jp 

（２） 提出書類 

   申請内容を電子的に送付した後、次に掲げる書類（以下「提出書類」と

いう。）を書留郵便にて提出すること。ただし、提出書類イからエまで、

カ、コ及びサは、必要に応じて提出することとする。 

なお、提出書類ウからカまで、クからコまで及びスは、前号による申請

の後、北九州市入札参加資格審査申請システムより入手することができる

。 

ア 登記事項証明書（個人の場合は、身分に関する証明書） 
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イ 申請業務に関する登録等の証明書 

ウ 申請業務に関する調書（その１） 

エ 申請業務に関する調書（その２） 

オ 使用印鑑届 

カ 委任状 

キ 印鑑証明書 

ク 業務経歴書 

ケ 技術者経歴書 

コ 北九州市内事業所等調書 

サ 北九州市税に係る納税証明書 

シ 消費税及び地方消費税に係る納税証明書 

ス 誓約書 

（３） 提出先 

  〒８０３－８５０１ 

  北九州市小倉北区城内１番１号 

  北九州市技術監理局契約部契約制度課 

（４） 申請に用いる言語 

   申請に用いる言語は日本語とし、提出書類で外国語を用いて記載してい

るものは日本語の訳文を付記し、又は添付すること。 

５ 競争入札参加資格の審査結果の通知 

  資格審査結果通知書により通知する。 

６ 競争入札参加資格の有効期間 

  規則第７条第１項（規則第１１条において準用する場合を含む。）の有資

格業者名簿に追加して記載された日の翌日から令和８年９月３０日まで 

７ 競争入札参加資格の有効期間の更新手続 

  競争入札参加資格の有効期間の更新を希望する者は、令和８年６月に令和

８年度及び令和９年度の資格審査の定時受付の公告を行う予定であるので、

当該公告に基づき申請を行うこと。 

８ 競争入札参加資格を有する者の名簿の公開方法 

  北九州市上下水道局総務経営部経営企画課及び北九州市立文書館で閲覧に

供するとともに北九州市技術監理局契約部ホームページで公開する。 

９ 公告に関する問合せ先 

    北九州市上下水道局総務経営部経営企画課 

  北九州市小倉北区大手町１番１号(小倉北区役所西棟４階) 

    電話 ０９３－５８２－３１３７ 
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  ＦＡＸ ０９３－５８２－３１００ 
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北九州市上下水道局公告第４０号 

 北九州市上下水道局物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関

する規程（平成７年北九州市水道局管理規程第２号）第２条において準用する

北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平

成７年北九州市規則第１１号。以下「規則」という。）第３条第２項に定める

随時に行う受付を令和７年度において行うため、同条第３項（規則第９条にお

いて準用する場合を含む。）の規定により、北九州市上下水道局が発注する物

品の売買、製造の請負その他の契約（建設工事の請負契約及び測量業務、建設

コンサルタント業務、地質調査業務等の委託契約又は請負契約を除く。）の一

般競争入札及び指名競争入札（以下「競争入札」という。）に参加する者に必

要な資格（以下「競争入札参加資格」という。）及び競争入札参加資格の審査

の申請方法等を次のとおり公告する。 

  令和７年４月１日 

北九州市上下水道局長 廣 中 忠 孝 

１ 申請の対象となる物品等及び役務の種類 

 （１） 印刷・写真 

  （２） 事務用品 

  （３） 機械器具 

  （４） 自動車・船舶 

（５） 家具・装飾 

  （６） 縫製・繊維製品 

  （７） 薬品 

  （８） 燃料 

  （９） 教材・書籍・美術品 

（１０） 建設資材 

  （１１） 農林・園芸 

  （１２） 日用品・雑貨・百貨 

  （１３） サービス 

２ 競争入札に参加することができない者 

（１）  競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者（特別の理由があ

る場合を除く。） 

（２） 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者（特別の理由がある場

合を除く。） 

（３） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

７７号）第３２条第１項各号に掲げる者 
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（４）  次のいずれかに該当すると認められる者でその事実があった後、別

に定める期間を経過しないもの及びその者を代理人、支配人その他の使用

人又は入札代理人として使用する者 

    ア 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、

又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 

    イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正

な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 

    ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げ  

た者 

   エ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の２第１項の規定

による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者   

    オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 

  カ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価

の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者 

    キ アからカまでのいずれかに該当する事実があった後、別に定める期間

を経過しない者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人そ

の他の使用人として使用した者 

（５）  経営状態が著しく不健全であると認められる者 

（６）  競争入札に参加しようとする業務に関し、法律上必要とされる資格

を有しない者 

３ 申請の受付日時 

  令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで（日曜日、土曜日、国民の

祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日及び令和７

年１２月２９日から令和８年１月２日までの日を除く。）の毎日午前９時か

ら午後５時まで 

４ 申請書の受付方法 

（１）  申請方法 

   インターネットを利用して下記北九州市技術監理局契約部ホームページ

アドレスから北九州市入札参加資格審査申請システムにアクセスし、画面

上の申請フォームに必要事項を入力し、送信した後、速やかに次号に定め

る書類を提出する。 

北九州市技術監理局契約部ホームページアドレス

http://www.k-nyusatsu.city.kitakyushu.jp  

 （２）  提出書類 

申請内容を電子的に送付した後、次に掲げる書類（以下「提出書類」と
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いう。）を書留郵便にて提出すること。ただし、提出書類オからケまで及

びサは、必要に応じて提出することとする。 

なお、提出書類ウからオまで及びケは、前号による申請の後、北九州市

入札参加資格審査申請システムより入手することができる。 

ア  登記事項証明書（個人の場合は、身分に関する証明書） 

イ 印鑑証明書 

ウ 使用印鑑届 

エ 誓約書 

オ 委任状 

カ 北九州市税に係る納税証明書 

キ 財務諸表（貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずるもの） 

ク 営業に関する許認可証の写し 

  ケ 契約実績経歴書 

  コ  消費税及び地方消費税に係る納税証明書  

  サ 社会的責任・社会貢献関係資料 

  （３）  提出先 

   〒８０３－８５０１ 

   北九州市小倉北区城内１番１号 

北九州市技術監理局契約部契約制度課 

  （４）  申請に用いる言語 

   申請に用いる言語は日本語とし、提出書類で外国語を用いて記載してい

るものは日本語の訳文を付記し、又は添付すること。 

５ 競争入札参加資格の審査結果の通知 

  資格審査結果通知書により通知する。 

６ 競争入札参加資格の有効期間 

  規則第６条第１項（規則第９条において準用する場合を含む。）の有資格 

業者名簿に追加して記載された日の翌日から令和８年９月３０日まで 

７ 競争入札参加資格の有効期間の更新手続 

   競争入札参加資格の有効期間の更新を希望する者は、令和８年６月に令和 

８年度及び令和９年度の資格審査の定時受付の公告を行う予定であるので、

当該公告に基づき申請を行うこと。 

８ 競争入札参加資格を有する者の名簿の公開方法 

  北九州市上下水道局総務経営部経営企画課及び北九州市立文書館で閲覧に

供するとともに北九州市技術監理局契約部ホームページで公開する。 

９ 公告に関する問合せ先 
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    北九州市上下水道局総務経営部経営企画課 

  北九州市小倉北区大手町１番１号（小倉北区役所西棟４階） 

    電話 ０９３－５８２－３１３７ 

  ＦＡＸ ０９３－５８２－３１００ 
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北九州市交通局告示第２号 

 若松営業所、向田営業所、ＮＣ若松商連案内所、折尾駅前案内所及び二島案

内所における、北九州市自動車事業使用料及び手数料条例（昭和３９年北九州

市条例第４１号）第１条第１項第２号に規定する定期旅客運賃、同項第４号に

規定する特殊旅客運賃その他の料金の納付について、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第２３１条の２の３第１項に規定する指定納付受託者を指定し

たので、同条第２項の規定により次のとおり告示する。 

令和７年４月１日 

北九州市交通局長 白 石 基 

指定納付受託者 
指定をした日 指定期間 

名称 所在地 

Ｐ ａ ｙ Ｐ ａ ｙ 株

式会社 

東 京 都 千 代 田 区

紀 尾 井 町 １ 番 ３

号 

令 和 ７ 年 ４ 月 １

日 

令 和 ７ 年 ４ 月 １

日 か ら 令 和 ８ 年

３月３１日まで 
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北九州市交通局告示第３号 

 地方自治法の一部を改正する法律（令和５年法律第１９号）附則第２条第４

項において準用する同条第３項及び北九州市交通局会計規程（昭和４３年北九

州市交通局管理規程第４号）第３８条第１項の規定により、北九州市自動車事

業使用料及び手数料条例（昭和３９年北九州市条例第４１号）第１条第１項第

４号の特殊旅客運賃の収納事務を次のとおり委託した。 

  令和７年４月１日 

                  北九州市交通局長 白 石  基 

受  託  者 
委 託 期 間 

名   称 住   所 

ジョルダン株式会社 東京都新宿区新宿二丁

目５番１０号 

令和７年４月１日から

令和８年３月３１日ま

で 
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北九州市交通局告示第４号 

 地方自治法の一部を改正する法律（令和５年法律第１９号）附則第２条第４

項において準用する同条第３項及び北九州市交通局会計規程（昭和４３年北九

州市交通局管理規程第４号）第３８条第１項の規定により、北九州市自動車事

業使用料及び手数料条例（昭和３９年北九州市条例第４１号）第１条第１項第

２号の定期旅客運賃の収納事務を次のとおり委託した。 

  令和７年４月１日 

                  北九州市交通局長 白 石  基  

受  託  者 
委 託 期 間 

名   称 住   所 

株式会社西鉄チケット

サービス 

福岡市中央区薬院三丁

目１６番２６号 

令和７年４月１日から

令和８年３月３１日ま

で 
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北九州市交通局公告第１２号 

 北九州市交通局建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規程（平

成６年北九州市交通局管理規程第３号）第２条において準用する北九州市建設

工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第

５９号。以下「規則」という。）第４条第２項に定める随時に行う受付を令和

７年度において行うため、同条第３項（規則第１１条において準用する場合を

含む。）の規定により、北九州市交通局が発注する建設工事の請負契約の一般

競争入札及び指名競争入札（以下「競争入札」という。）に参加する者に必要

な資格（以下「競争入札参加資格」という。）、競争入札参加資格の審査の申

請方法等を次のとおり公告する。 

  令和７年４月１日 

                          北九州市交通局長 白 石 基 

１ 建設工事の種類 

（１） 土木工事  

  （２） 港湾工事 

  （３） 建築工事 

  （４） 大工工事 

  （５） 左官工事 

  （６） とび・土工・コンクリート工事 

  （７） 石工事 

  （８） 屋根工事 

  （９） 電気工事 

  （１０） 管工事 

  （１１） タイル・れんが・ブロック工事 

  （１２） 鋼構造物工事 

  （１３） 鉄筋工事 

  （１４） 舗装工事 

  （１５） しゅんせつ工事 

  （１６） 板金工事 

  （１７） ガラス工事 

  （１８） 塗装工事 

  （１９） 防水工事 

  （２０） 内装仕上工事 

 （２１） 機械器具設置工事 

 （２２） 熱絶縁工事 
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 （２３） 電気通信工事 

 （２４） 造園工事 

 （２５） さく井工事 

 （２６） 建具工事 

 （２７） 水道施設工事 

 （２８） 消防施設工事 

 （２９） 清掃施設工事 

 （３０） 解体工事 

２ 競争入札に参加することができない者 

（１） 競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者（特別の理由があ 

 る場合を除く。） 

（２） 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者（特別の理由がある場 

 合を除く。） 

（３） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 

７７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

（４） 次のいずれかに該当すると認められる者でその事実があった後別に 

定める期間を経過しないもの及びその者を代理人、支配人その他の使用人 

又は入札代理人として使用する者 

    ア 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、

又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 

    イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正

な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 

    ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げ

た者 

   エ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の２第１項の規定

による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者  

    オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 

    カ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価

の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者 

    キ アからカまでのいずれかに該当する事実があった後、別に定める期間

を経過しない者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人そ

の他の使用人として使用した者 

（５） 経営状態が著しく不健全であると認められる者 

（６） 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条第１項に規定する許 

可を受けていない者 
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（７） 建設業法第２７条の２３第１項に基づく経営に関する客観的事項の 

審査を受けていない者 

（８） 共同企業体でその構成員が前各号のいずれかに該当するもの 

３ 申請の受付期間 

  令和７年５月１日から令和８年３月３１日まで（日曜日、土曜日及び国民

の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日並びに令

和７年１２月２９日から令和８年１月２日までの日を除く。）の毎日午前９

時から午後５時まで 

４ 申請の受付方法 

 （１） 申請方法 

インターネットを利用して下記北九州市技術監理局契約部ホームページ

アドレスから北九州市入札参加資格審査申請システムにアクセスし、画面

上の申請フォームに必要事項を入力し、送信した後、速やかに次号に定め

る書類を提出する。 

北九州市技術監理局契約部ホームページアドレス 

http://www.k-nyusatsu.city.kitakyushu.jp 

 （２） 提出書類 

申請内容を電子的に送付した後、次に掲げる書類（以下「提出書類」と

いう。）を書留郵便にて提出すること。ただし、提出書類エ、オ、キ、ケ

からセまで及びチは、必要に応じて提出することとする。 

なお、提出書類ウ、エ、クからシまで及びツは、前号による申請の後、

北九州市入札参加資格審査申請システムより入手することができる。 

ア 登記事項証明書 

イ 経営規模等評価結果通知書の写し 

ウ 使用印鑑届 

エ 委任状 

オ 建設業許可申請書の別表 

カ 印鑑証明書 

キ 給与支払報告書（総括表）の写し 

ク 工事用機械器具調書 

ケ 主観点による加点の辞退届 

コ 北九州市内事業所等調書 

サ 保有作業船調書 

シ 舗装工事関係機械調書 

ス 社会的責任・社会貢献関係資料 
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セ 北九州市税に係る納税証明書 

ソ 消費税及び地方消費税に係る納税証明書 

タ 労働保険料納入証明書 

チ 社会保険等関係届出書 

ツ 誓約書 

（３） 提出先 

  〒８０３－８５０１ 

  北九州市小倉北区城内１番１号 

  北九州市技術監理局契約部契約制度課 

（４） 申請に用いる言語 

   申請に用いる言語は日本語とし、提出書類で外国語を用いて記載してい

るものは日本語の訳文を付記し、又は添付すること。 

５ 規則第１２条第２項第２号の審査基準日 

    令和７年１月１日 

６ 競争入札参加資格の審査結果の通知 

  資格審査結果通知書により通知する。 

７ 競争入札参加資格の有効期間 

  規則第７条第１項（規則第１１条において準用する場合を含む。）の有資 

格業者名簿に追加して記載された日の翌日から令和９年５月３１日まで 

８ 競争入札参加資格の有効期間の更新手続 

   競争入札参加資格の有効期間の更新を希望する者は、令和８年１２月に令

和９年度及び令和１０年度の資格審査の定時受付の公告を行う予定であるの

で、当該公告に基づき申請を行うこと。 

９ 競争入札参加資格を有する者の名簿の公開方法 

  北九州市交通局総務経営課及び北九州市立文書館で閲覧に供するとともに

北九州市技術監理局契約部ホームページで公開する。 

１０ 公告に関する問い合わせ先 

    北九州市交通局総務経営課 

    北九州市若松区東小石町３番１号 

    電話 ０９３－７７１－８４０１ 

  ＦＡＸ ０９３－７７１－８４２２ 
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北九州市交通局公告第１３号 

 北九州市交通局測量業務、建設コンサルタント業務等競争入札参加者の資格

及び審査等に関する規程（平成６年北九州市交通局管理規程第４号）第２条に

おいて準用する北九州市測量業務、建設コンサルタント業務等競争入札参加者

の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第６０号。以下「規則

」という。）第４条第２項に定める随時に行う受付を令和７年度において行う

ため、同条第３項（規則第１１条において準用する場合を含む。）の規定によ

り、北九州市交通局が発注する測量業務、建設コンサルタント業務、地質調査

業務等の委託契約又は請負契約の一般競争入札及び指名競争入札（以下「競争

入札」という。）に参加する者に必要な資格（以下「競争入札参加資格」とい

う。）及び競争入札参加資格の審査の申請方法等を次のとおり公告する。 

  令和７年４月１日 

                   北九州市交通局長 白 石 基   

１ 業務の種類 

 （１） 測量業務  

（２） 建築関係コンサルタント業務 

（３） 設備設計業務 

（４） 土木関係コンサルタント業務 

（５） 地質調査業務 

（６） 補償関係コンサルタント業務 

（７） 前各号に掲げる業務以外の調査、測定、コンサルタント業務 

２ 競争入札に参加することができない者 

（１） 競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者（特別の理由があ 

る場合を除く。） 

（２） 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者（特別の理由がある場 

合を除く。） 

（３） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 

７７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

（４） 次のいずれかに該当すると認められる者でその事実があった後、別

に定める期間を経過しないもの及びその者を代理人、支配人その他の使用

人又は入札代理人として使用する者 

    ア 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、

又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 

    イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正

な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 
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    ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げ

た者 

    エ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の２第１項の規定

による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者  

    オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 

    カ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価 

   の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者 

    キ アからカまでのいずれかに該当する事実があった後、別に定める期間

を経過しない者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人そ

の他の使用人として使用した者 

（５） 経営状態が著しく不健全であると認められる者 

（６） 競争入札に参加しようとする業務に関し、法律上必要とされる資格

を有しない者 

３ 申請の受付日時 

  令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで（日曜日、土曜日及び国民

の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日並びに令

和７年１２月２９日から令和８年１月２日までの日を除く。）の毎日午前９

時から午後５時まで 

４ 申請書の受付方法 

（１） 申請方法 

   インターネットを利用して下記北九州市技術監理局契約部ホームページ 

アドレスから北九州市入札参加資格審査申請システムにアクセスし、画面

上の申請フォームに必要事項を入力し、送信した後、速やかに次号に定め

る書類を提出する。 

北九州市技術監理局契約部ホームページアドレス 

http://www.k-nyusatsu.city.kitakyushu.jp 

（２） 提出書類 

   申請内容を電子的に送付した後、次に掲げる書類（以下「提出書類」と

いう。）を書留郵便にて提出すること。ただし、提出書類イからエまで、

カ、コ及びサは、必要に応じて提出することとする。 

なお、提出書類ウからカまで、クからコまで及びスは、前号による申請

の後、北九州市入札参加資格審査申請システムより入手することができる

。 

ア 登記事項証明書（個人の場合は、身分に関する証明書） 

イ 申請業務に関する登録等の証明書 
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ウ 申請業務に関する調書（その１） 

エ 申請業務に関する調書（その２） 

オ 使用印鑑届 

カ 委任状 

キ 印鑑証明書 

ク 業務経歴書 

ケ 技術者経歴書 

コ 北九州市内事業所等調書 

サ 北九州市税に係る納税証明書 

シ 消費税及び地方消費税に係る納税証明書 

ス 誓約書 

（３） 提出先 

  〒８０３－８５０１ 

  北九州市小倉北区城内１番１号 

  北九州市技術監理局契約部契約制度課 

（４） 申請に用いる言語 

   申請に用いる言語は日本語とし、提出書類で外国語を用いて記載してい

るものは日本語の訳文を付記し、又は添付すること。 

５ 競争入札参加資格の審査結果の通知 

  資格審査結果通知書により通知する。 

６ 競争入札参加資格の有効期間 

  規則第７条第１項（規則第１１条において準用する場合を含む。）の有資

格業者名簿に追加して記載された日の翌日から令和８年９月３０日まで 

７ 競争入札参加資格の有効期間の更新手続 

  競争入札参加資格の有効期間の更新を希望する者は、令和８年６月に令和

８年度及び令和９年度の資格審査の定時受付の公告を行う予定であるので、

当該公告に基づき申請を行うこと。 

８ 競争入札参加資格を有する者の名簿の公開方法 

  北九州市交通局総務経営課及び北九州市立文書館で閲覧に供するとともに

北九州市技術監理局契約部ホームページで公開する。 

９ 公告に関する問合せ先 

    北九州市交通局総務経営課 

  北九州市若松区東小石町３番１号 

    電話 ０９３－７７１－８４０１ 

  ＦＡＸ ０９３－７７１－８４２２ 
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北九州市交通局公告第１４号 

 北九州市交通局物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関する

規程（平成７年北九州市交通局管理規程第１号）第２条において準用する北九

州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成７

年北九州市規則第１１号。以下「規則」という。）第３条第２項に定める随時

に行う受付を令和７年度において行うため、同条第３項（規則第９条において

準用する場合を含む。）の規定により、北九州市交通局が発注する物品の売買

、製造の請負その他の契約（建設工事の請負契約及び測量業務、建設コンサル

タント業務、地質調査業務等の委託契約又は請負契約を除く。）の一般競争入

札及び指名競争入札（以下「競争入札」という。）に参加する者に必要な資格

（以下「競争入札参加資格」という。）及び競争入札参加資格の審査の申請方

法等を次のとおり公告する。 

  令和７年４月１日 

                   北九州市交通局長 白 石 基   

１ 申請の対象となる物品等及び役務の種類 

 （１） 印刷・写真 

  （２） 事務用品 

  （３） 機械器具 

  （４） 自動車・船舶 

（５） 家具・装飾 

  （６） 縫製・繊維製品 

  （７） 薬品 

  （８） 燃料 

  （９） 教材・書籍・美術品 

（１０） 建設資材 

  （１１） 農林・園芸 

  （１２） 日用品・雑貨・百貨 

  （１３） サービス 

２ 競争入札に参加することができない者 

（１）  競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者（特別の理由があ

る場合を除く。） 

（２） 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者（特別の理由がある場

合を除く。） 

（３） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

７７号）第３２条第１項各号に掲げる者 
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（４） 次のいずれかに該当すると認められる者でその事実があった後、別

に定める期間を経過しないもの及びその者を代理人、支配人その他の使用

人又は入札代理人として使用する者 

    ア 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、

又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 

    イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正

な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 

    ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げ  

た者 

   エ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の２第１項の規定

による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者   

    オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 

  カ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価

の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者 

    キ アからカまでのいずれかに該当する事実があった後、別に定める期間

を経過しない者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人そ

の他の使用人として使用した者 

（５） 経営状態が著しく不健全であると認められる者 

（６） 競争入札に参加しようとする業務に関し、法律上必要とされる資格

を有しない者 

３ 申請の受付日時 

  令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで（日曜日、土曜日及び国民

の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日並びに令

和７年１２月２９日から令和８年１月２日までの日を除く。）の毎日午前９

時から午後５時まで 

４ 申請書の受付方法 

（１）  申請方法 

   インターネットを利用して下記北九州市技術監理局契約部ホームページ

アドレスから北九州市入札参加資格審査申請システムにアクセスし、画面

上の申請フォームに必要事項を入力し、送信した後、速やかに次号に定め

る書類を提出する。 

北九州市技術監理局契約部ホームページアドレス

http://www.k-nyusatsu.city.kitakyushu.jp  

 （２） 提出書類 

申請内容を電子的に送付した後、次に掲げる書類（以下「提出書類」と
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いう。）を書留郵便にて提出すること。ただし、提出書類オからケまで及

びサは、必要に応じて提出することとする。 

なお、提出書類ウからオまで及びケは、前号による申請の後、北九州市

入札参加資格審査申請システムより入手することができる。 

ア 登記事項証明書（個人の場合は、身分に関する証明書） 

イ 印鑑証明書 

ウ 使用印鑑届 

エ 誓約書 

オ 委任状 

カ 北九州市税に係る納税証明書 

キ 財務諸表（貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずるもの） 

ク 営業に関する許認可証の写し 

ケ 契約実績経歴書 

コ 消費税及び地方消費税に係る納税証明書  

サ 社会的責任・社会貢献関係資料 

  （３）  提出先 

   〒８０３－８５０１ 

   北九州市小倉北区城内１番１号 

北九州市技術監理局契約部契約制度課 

  （４）  申請に用いる言語 

   申請に用いる言語は日本語とし、提出書類で外国語を用いて記載してい

るものは日本語の訳文を付記し、又は添付すること。 

５ 競争入札参加資格の審査結果の通知 

  資格審査結果通知書により通知する。 

６ 競争入札参加資格の有効期間 

  規則第６条第１項（規則第９条において準用する場合を含む。）の有資格 

業者名簿に追加して記載された日の翌日から令和８年９月３０日まで 

７ 競争入札参加資格の有効期間の更新手続 

   競争入札参加資格の有効期間の更新を希望する者は、令和８年６月に令和 

８年度及び令和９年度の資格審査の定時受付の公告を行う予定であるので、

当該公告に基づき申請を行うこと。 

８ 競争入札参加資格を有する者の名簿の公開方法 

  北九州市交通局総務経営課及び北九州市立文書館で閲覧に供するとともに

北九州市技術監理局契約部ホームページで公開する。 

９ 公告に関する問合せ先 
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    北九州市交通局総務経営課 

北九州市若松区東小石町３番１号 

    電話 ０９３－７７１－８４０１ 

  ＦＡＸ ０９３－７７１－８４２２ 
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北九州市公営競技局管理規程第６号 

 北九州市公営競技局事務専決規程の一部を改正する規程を次のように定める

。 

  令和７年４月１日 

               北九州市公営競技局長 春 日 伸 一 

北九州市公営競技局事務専決規程の一部を改正する規程 

 北九州市公営競技局事務専決規程（平成３０年北九州市公営競技局管理規程 

第２２号）の一部を次のように改正する。 

 第４条第４項第１号中「２５０万円」を「４００万円」に改め、同項第２号 

中「１００万円」を「２００万円」に改める。 

 別表第２の ( １９）の契約の項中「２５０」を「４００」に改め、同表の（ 

１９）の設計等委託の契約の項中「１００」を「２００」に改める。 

   付 則 

 この規程は、令和７年４月１日から施行する。 

93



北九州市公営競技局公告第５号 

 北九州市公営競技局建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規程

（平成３０年北九州市公営競技局管理規程第９号）第２条において準用する北

九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九

州市規則第５９号。以下「規則」という。）第４条第２項に定める随時に行う

受付を令和７年度において行うため、同条第３項（規則第１１条において準用

する場合を含む。）の規定により、北九州市公営競技局が発注する建設工事の

請負契約の一般競争入札及び指名競争入札（以下「競争入札」という。）に参

加する者に必要な資格（以下「競争入札参加資格」という。）、競争入札参加

資格の審査の申請方法等を次のとおり公告する。 

  令和７年４月１日 

                      北九州市公営競技局長 春 日 伸 一 

１ 建設工事の種類 

（１） 土木工事  

  （２） 港湾工事 

  （３） 建築工事 

  （４） 大工工事 

  （５） 左官工事 

  （６） とび・土工・コンクリート工事 

  （７） 石工事 

  （８） 屋根工事 

  （９） 電気工事 

  （１０） 管工事 

  （１１） タイル・れんが・ブロック工事 

  （１２） 鋼構造物工事 

  （１３） 鉄筋工事 

  （１４） 舗装工事 

  （１５） しゅんせつ工事 

  （１６） 板金工事 

  （１７） ガラス工事 

  （１８） 塗装工事 

  （１９） 防水工事 

  （２０） 内装仕上工事 

 （２１） 機械器具設置工事 

 （２２） 熱絶縁工事 
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 （２３） 電気通信工事 

 （２４） 造園工事 

  （２５） さく井工事 

 （２６） 建具工事 

 （２７） 水道施設工事 

 （２８） 消防施設工事 

 （２９） 清掃施設工事 

 （３０） 解体工事 

２ 競争入札に参加することができない者 

（１） 競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者（特別の理由があ 

 る場合を除く。） 

（２） 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者（特別の理由がある場 

 合を除く。） 

（３） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 

７７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

（４） 次のいずれかに該当すると認められる者でその事実があった後別に 

定める期間を経過しないもの及びその者を代理人、支配人その他の使用人 

又は入札代理人として使用する者 

    ア 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、

又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 

    イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正

な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 

    ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げ

た者 

   エ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の２第１項の規定

による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者  

    オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 

    カ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価

の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者 

    キ アからカまでのいずれかに該当する事実があった後、別に定める期間

を経過しない者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人そ

の他の使用人として使用した者 

（５） 経営状態が著しく不健全であると認められる者 

（６） 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条第１項に規定する許 

可を受けていない者 
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（７） 建設業法第２７条の２３第１項に基づく経営に関する客観的事項の 

審査を受けていない者 

（８） 共同企業体でその構成員が前各号のいずれかに該当するもの 

３ 申請の受付期間 

  令和７年５月１日から令和８年３月３１日まで（日曜日、土曜日及び国民

の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日並びに令

和７年１２月２９日から令和８年１月２日までの日を除く。）の毎日午前９

時から午後５時まで 

４ 申請の受付方法 

 （１） 申請方法 

インターネットを利用して下記北九州市技術監理局契約部ホームページ

アドレスから北九州市入札参加資格審査申請システムにアクセスし、画面

上の申請フォームに必要事項を入力し、送信した後、速やかに次号に定め

る書類を提出する。 

北九州市技術監理局契約部ホームページアドレス 

http://www.k-nyusatsu.city.kitakyushu.jp 

 （２） 提出書類 

申請内容を電子的に送付した後、次に掲げる書類（以下「提出書類」と

いう。）を書留郵便にて提出すること。ただし、提出書類エ、オ、キ、ケ

からセまで及びチは、必要に応じて提出することとする。 

なお、提出書類ウ、エ、クからシまで及びツは、前号による申請の後、

北九州市入札参加資格審査申請システムより入手することができる。 

ア 登記事項証明書 

イ 経営規模等評価結果通知書の写し 

ウ 使用印鑑届 

エ 委任状 

オ 建設業許可申請書の別表 

カ 印鑑証明書 

  キ 給与支払報告書（総括表）の写し 

  ク 工事用機械器具調書 

  ケ 主観点による加点の辞退届 

  コ 北九州市内事業所等調書 

サ 保有作業船調書 

シ 舗装工事関係機械調書 

ス 社会的責任・社会貢献関係資料 
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セ 北九州市税に係る納税証明書 

   ソ 消費税及び地方消費税に係る納税証明書  

タ 労働保険料納入証明書 

チ 社会保険等関係届出書 

ツ 誓約書 

（３） 提出先 

  〒８０３－８５０１ 

  北九州市小倉北区城内１番１号 

  北九州市技術監理局契約部契約制度課 

（４） 申請に用いる言語 

   申請に用いる言語は日本語とし、提出書類で外国語を用いて記載してい

るものは日本語の訳文を付記し、又は添付すること。 

５ 規則第１２条第２項第２号の審査基準日 

    令和７年１月１日 

６ 競争入札参加資格の審査結果の通知 

  資格審査結果通知書により通知する。 

７ 競争入札参加資格の有効期間 

  規則第７条第１項（規則第１１条において準用する場合を含む。）の有資 

格業者名簿に追加して記載された日の翌日から令和９年５月３１日まで 

８ 競争入札参加資格の有効期間の更新手続 

   競争入札参加資格の有効期間の更新を希望する者は、令和８年１２月に令

和９年度及び令和１０年度の資格審査の定時受付の公告を行う予定であるの

で、当該公告に基づき申請を行うこと。 

９ 競争入札参加資格を有する者の名簿の公開方法 

  北九州市公営競技局総務課及び北九州市立文書館で閲覧に供するとともに

北九州市技術監理局契約部ホームページで公開する。 

１０ 公告に関する問合せ先 

    北九州市公営競技局総務課 

    北九州市若松区赤岩町１３番１号 

    電話 ０９３－７９１－５０１０ 

  ＦＡＸ ０９３－７９１－１４７６ 
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北九州市公営競技局公告第６号 

 北九州市公営競技局物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関

する規程（平成３０年北九州市公営競技局管理規程第８号）第２条において準

用する北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関する規

則（平成７年北九州市規則第１１号。以下「規則」という。）第３条第２項に

定める随時に行う受付を令和７年度において行うため、同条第３項（規則第９

条において準用する場合を含む。）の規定により、北九州市公営競技局が発注

する物品の売買、製造の請負その他の契約（建設工事の請負契約及び測量業務

、建設コンサルタント業務、地質調査業務等の委託契約又は請負契約を除く。

）の一般競争入札及び指名競争入札（以下「競争入札」という。）に参加する

者に必要な資格（以下「競争入札参加資格」という。）及び競争入札参加資格

の審査の申請方法等を次のとおり公告する。 

  令和７年４月１日 

               北九州市公営競技局長 春 日 伸 一    

１ 申請の対象となる物品等及び役務の種類 

 （１） 印刷・写真 

  （２） 事務用品 

  （３） 機械器具 

  （４） 自動車・船舶 

（５） 家具・装飾 

  （６） 縫製・繊維製品 

  （７） 薬品 

  （８） 燃料 

  （９） 教材・書籍・美術品 

（１０） 建設資材 

  （１１） 農林・園芸 

  （１２） 日用品・雑貨・百貨 

  （１３） サービス 

２ 競争入札に参加することができない者 

（１）  競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者（特別の理由があ

る場合を除く。） 

（２） 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者（特別の理由がある場

合を除く。） 

（３） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

７７号）第３２条第１項各号に掲げる者 
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（４）  次のいずれかに該当すると認められる者でその事実があった後、別

に定める期間を経過しないもの及びその者を代理人、支配人その他の使用

人又は入札代理人として使用する者 

    ア 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、

又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 

    イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正

な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 

    ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げ  

た者 

   エ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の２第１項の規定

による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者   

    オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 

  カ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価

の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者 

    キ アからカまでのいずれかに該当する事実があった後別に定める期間を

経過しない者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その

他の使用人として使用した者 

（５）  経営状態が著しく不健全であると認められる者 

（６）  競争入札に参加しようとする業務に関し、法律上必要とされる資格

を有しない者 

３ 申請の受付日時 

  令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで（日曜日、土曜日及び国民

の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日並びに令

和７年１２月２９日から令和８年１月２日までの日を除く。）の毎日午前９

時から午後５時まで 

４ 申請書の受付方法 

（１）  申請方法 

   インターネットを利用して下記北九州市技術監理局契約部ホームページ

アドレスから北九州市入札参加資格審査申請システムにアクセスし、画面

上の申請フォームに必要事項を入力し、送信した後、速やかに次号に定め

る書類を提出する。 

北九州市技術監理局契約部ホームページアドレス

http://www.k-nyusatsu.city.kitakyushu.jp  

 （２）  提出書類 

申請内容を電子的に送付した後、次に掲げる書類（以下「提出書類」と

99

http://www.k-nyusatsu.city.kitakyushu.jp


いう。）を書留郵便にて提出すること。ただし、提出書類オからケまで及

びサは、必要に応じて提出することとする。 

なお、提出書類ウからオまで及びケは、前号による申請の後、北九州市

入札参加資格審査申請システムより入手することができる。 

ア  登記事項証明書（個人の場合は、身分に関する証明書） 

イ 印鑑証明書 

ウ 使用印鑑届 

エ 誓約書 

オ 委任状 

カ 北九州市税に係る納税証明書 

キ 財務諸表（貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずるもの） 

ク 営業に関する許認可証の写し 

  ケ 契約実績経歴書 

  コ  消費税及び地方消費税に係る納税証明書  

  サ 社会的責任・社会貢献関係資料 

  （３）  提出先 

   〒８０３－８５０１ 

   北九州市小倉北区城内１番１号 

北九州市技術監理局契約部契約制度課 

  （４）  申請に用いる言語 

   申請に用いる言語は日本語とし、提出書類で外国語を用いて記載してい

るものは日本語の訳文を付記し、又は添付すること。 

５ 競争入札参加資格の審査結果の通知 

  資格審査結果通知書により通知する。 

６ 競争入札参加資格の有効期間 

  規則第６条第１項（規則第９条において準用する場合を含む。）の有資格 

業者名簿に追加して記載された日の翌日から令和８年９月３０日まで 

７ 競争入札参加資格の有効期間の更新手続 

   競争入札参加資格の有効期間の更新を希望する者は、令和８年６月に令和 

８年度及び令和９年度の資格審査の定時受付の公告を行う予定であるので、

当該公告に基づき申請を行うこと。 

８ 競争入札参加資格を有する者の名簿の公開方法 

  北九州市公営競技局総務課及び北九州市立文書館で閲覧に供するとともに

北九州市技術監理局契約部ホームページで公開する。 

９ 公告に関する問合せ先 
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    北九州市公営競技局総務課 

  北九州市若松区赤岩町１３番１号 

    電話 ０９３－７９１－５０１０ 

  ＦＡＸ ０９３－７９１－１４７６ 
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北九州市公営競技局公告第７号 

 北九州市公営競技局測量業務、建設コンサルタント業務等競争入札参加者の

資格及び審査等に関する規程（平成３０年北九州市公営競技局管理規程第１０

号）第２条において準用する北九州市測量業務、建設コンサルタント業務等競

争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第６０号

。以下「規則」という。）第４条第２項に定める随時に行う受付を令和７年度

において行うため、同条第３項（規則第１１条において準用する場合を含む。

）の規定により、北九州市公営競技局が発注する測量業務、建設コンサルタン

ト業務、地質調査業務等の委託契約又は請負契約の一般競争入札及び指名競争

入札（以下「競争入札」という。）に参加する者に必要な資格（以下「競争入

札参加資格」という。）及び競争入札参加資格の審査の申請方法等を次のとお

り公告する。 

  令和７年４月１日 

                   北九州市公営競技局長 春 日 伸 一 

１ 業務の種類 

 （１） 測量業務  

（２） 建築関係コンサルタント業務 

（３） 設備設計業務 

（４） 土木関係コンサルタント業務 

（５） 地質調査業務 

（６） 補償関係コンサルタント業務 

（７） 前各号に掲げる業務以外の調査、測定、コンサルタント業務 

２ 競争入札に参加することができない者 

（１） 競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者（特別の理由があ 

る場合を除く。） 

（２） 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者（特別の理由がある場 

合を除く。） 

（３） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 

７７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

（４） 次のいずれかに該当すると認められる者でその事実があった後、別

に定める期間を経過しないもの及びその者を代理人、支配人その他の使用

人又は入札代理人として使用する者 

    ア 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、

又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 

    イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正
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な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 

    ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げ

た者 

   エ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の２第１項の規定

による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者  

    オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 

    カ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価 

   の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者 

  キ アからカまでのいずれかに該当する事実があった後、別に定める期間

を経過しない者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人そ

の他の使用人として使用した者 

（５） 経営状態が著しく不健全であると認められる者 

（６） 競争入札に参加しようとする業務に関し、法律上必要とされる資格

を有しない者 

３ 申請の受付日時 

  令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで（日曜日、土曜日及び国民

の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日並びに令

和７年１２月２９日から令和８年１月２日までの日を除く。）の毎日午前９

時から午後５時まで 

４ 申請書の受付方法 

（１） 申請方法 

   インターネットを利用して下記北九州市技術監理局契約部ホームページ

アドレスから北九州市入札参加資格審査申請システムにアクセスし、画面

上の申請フォームに必要事項を入力し、送信した後、速やかに次号に定め

る書類を提出する。 

北九州市技術監理局契約部ホームページアドレス 

http://www.k-nyusatsu.city.kitakyushu.jp 

（２） 提出書類 

   申請内容を電子的に送付した後、次に掲げる書類（以下「提出書類」と

いう。）を書留郵便にて提出すること。ただし、提出書類イからエまで、

カ、コ及びサは、必要に応じて提出することとする。 

なお、提出書類ウからカまで、クからコまで及びスは、前号による申請

の後、北九州市入札参加資格審査申請システムより入手することができる

。 

ア 登記事項証明書（個人の場合は、身分に関する証明書） 
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イ 申請業務に関する登録等の証明書 

ウ 申請業務に関する調書（その１） 

エ 申請業務に関する調書（その２） 

オ 使用印鑑届 

カ 委任状 

キ 印鑑証明書 

ク 業務経歴書 

ケ 技術者経歴書 

コ 北九州市内事業所等調書 

サ 北九州市税に係る納税証明書 

シ 消費税及び地方消費税に係る納税証明書 

ス 誓約書 

（３） 提出先 

  〒８０３－８５０１ 

  北九州市小倉北区城内１番１号 

  北九州市技術監理局契約部契約制度課 

（４） 申請に用いる言語 

   申請に用いる言語は日本語とし、提出書類で外国語を用いて記載してい

るものは日本語の訳文を付記し、又は添付すること。 

５ 競争入札参加資格の審査結果の通知 

  資格審査結果通知書により通知する。 

６ 競争入札参加資格の有効期間 

  規則第７条第１項（規則第１１条において準用する場合を含む。）の有資

格業者名簿に追加して記載された日の翌日から令和８年９月３０日まで 

７ 競争入札参加資格の有効期間の更新手続 

  競争入札参加資格の有効期間の更新を希望する者は、令和８年６月に令和

８年度及び令和９年度の資格審査の定時受付の公告を行う予定であるので、

当該公告に基づき申請を行うこと。 

８ 競争入札参加資格を有する者の名簿の公開方法 

  北九州市公営競技局総務課及び北九州市立文書館で閲覧に供するとともに

北九州市技術監理局契約部ホームページで公開する。 

９ 公告に関する問合せ先 

    北九州市公営競技局総務課 

  北九州市若松区赤岩町１３番１号 

    電話 ０９３－７９１－５０１０ 
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  ＦＡＸ ０９３－７９１－１４７６ 

105


